
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（泊３号炉）

（４８３） 

２．日 時：令和５年４月３日 １４時００分～１７時５０分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者：（※ ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

天野安全管理調査官、江嵜企画調査官、宮本上席安全審査官、 

藤原主任安全審査官、伊藤安全審査官、小野安全審査官、 

技術基盤グループ 地震・津波研究部門 

大橋副主任技術研究調査官、石田技術参与 

 

北海道電力株式会社：  

原子力事業統括部 部長（安全設計担当）、他１１名 

原子力事業統括部 部長（審査・運営管理担当）※ 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

なお、本面談については、事業者から対面での面談開催の希望があったため、

「緊急事態宣言解除を踏まえた原子力規制委員会の対応について」（令和４年

３月９日 第７０回原子力規制委員会配付資料）に基づき、一部対面で実施し

た。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）泊発電所３号炉 耐津波設計方針について（１号及び２号炉の流路縮小

工及び逆流防止設備について） 

（２）泊発電所３号炉 耐津波設計方針について（津波防護対策に係る指摘事

項回答） 

（３）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準

対象施設等）第５条 津波による損傷の防止（ＤＢ０５ ｒ．３．１５） 

（４）泊発電所３号炉 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（第５

条 津波による損傷の防止（耐津波設計方針）） 

（５）泊発電所３号炉 ヒアリングコメント回答リスト（第５条 津波による

損傷の防止（耐津波設計方針）） 

 
以上 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:02 はい。規制庁藤原です。時間なりましたようにヒアリングの方始めたい

と思います。泊発電所 3号炉の耐津波設計方針については指摘事項に対

する回答の方、事業者の方から説明してください。 

0:00:14 はい。北海道電力の高橋です。本日は、2月の 2日の審査会合でご指摘

をいただいたコメント回答を中心にご説明をさせていただきたいと思い

ます。 

0:00:29 2 月 2 日の会合におきましては、7 件のコメントをいただいておりま

す。本日はそのうち、5件と、 

0:00:40 いうことでご説明させていただきます。 

0:00:43 残りの 2件につきましては、今月 24 日の週にご説明したいと思いま

す。 

0:00:51 本日資料をご用意させていただいてます。1－1と 1－2ございます。資

料 1－1につきましては、 

0:01:01 まとめ資料を本日ご提出させていただいているまとめ資料のエッセンス

を抜き出してきたパワーポイント資料になってございます。詳細な中身

はまとめ資料で包含されていると。 

0:01:16 いうような位置付けでございます。 

0:01:19 1－2 についてコメント回答を本日、これを中心にご説明をさせていただ

きたいと思います。 

0:01:28 また資料 1－12 の扱いについては 

0:01:32 会合に向けて、扱いについて、 

0:01:35 ご相談させていただきたいというふうに思ってございます。それでは本

日、植原の方からご説明させていただきます。 

0:01:52 北海道電力の植原です。それでは資料 1－2に基づきまして審査会合の

指摘事項回答ということでご説明させていただきます。 

0:02:01 2 ページをお願いいたします。 

0:02:05 2 月 2 日の審査会合におきまして 12 号炉の取水の流路縮小工、12 号炉

の放水逆流防止設備の概要、許認可対応方針についてご説明させていた

だきました。 

0:02:17 その内容につきまして、今回、5件の指摘事項について回答いたしま

す。 

0:02:23 また、3月 30 日の審査会合において、効率的な説明の観点から別途ご説

明するとしていた、既設機能への与える悪影響、こちらにつきまして

も、本今回ご説明 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:36 回答させていただきます。 

0:02:39 3 ページをお願いいたします。 

0:02:42 まず指摘事項の 3番ですけれども、流路縮小工等の基準上の位置付け、

あと許認可等への影響に関わる整理ということで、 

0:02:51 安全重要度分類に関わる説明、既許可影響沿革ある説明に、不明点があ

るということで、先行審査実績を踏まえた事項、あと新たな整備が必要

な事項について、再整理してございます。 

0:03:04 回答内容ですけれども、 

0:03:08 流路縮小工、逆流防止設備に関わる整理を行っているんですが、こち

ら、それぞれ手法水路に設置する津波防護対策です。 

0:03:17 女川、先行サイトで女川サイトにおきましては、流路縮小工等、求めら

れる機能要求同様であるため、女川 2号炉の 

0:03:27 を比較対象としてございます。 

0:03:30 また、新規制基準の審査実績に加えまして、女川 1号炉の廃止措置段階

の審査実績として、悪影響を与えないことの技術的な内容を 2を含めま

して、泊の 3号炉の設置許可の審査の段階において、 

0:03:46 ご説明したいと考えてございます。 

0:03:50 整理結果をまとめてございますけれども、まず、基準上の位置付けとし

ては、 

0:03:57 まず 3 

0:03:58 の津波防護施設とすること。また、安全重要度につきましては、12 号の

プラント状態、燃料が装荷されないプラント状態として扱うこと。 

0:04:09 また循環水ポンプについても停止を前提として扱いますので、流路縮小

工の重要度はＰＳⅢやトリング設備についてはクラス外と整理してござ

います。 

0:04:20 耐震重要度については耐震Ｓクラスと考えてございます。 

0:04:26 4 ページお願いいたします。 

0:04:29 許認可等への影響ですけれども、まず設置変更許可に関しまして、12 号

炉の扱いとしては、設置許可本文記載事項を変更する工事には該当しな

いと考えてございます。 

0:04:44 また 3号炉につきましては、津波防護施設として設置変更許可申請、補

正申請を実施いたします。 

0:04:52 また、 

0:04:54 1 号及び 2号炉の原子炉容器に燃料が装荷されていないことをにつきま

しては、設置変更許可申請書の本文及び添付書類に、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:05:04 また、12号の循環水ポンプを停止すること、また 12 号炉に悪影響を及

ぼさない設計とすることにつきましては添付書類に記載する方針として

考えてございます。 

0:05:14 工事計画認可への影響ですけれども、12号炉の扱いとしては、要目表を

変更する工事には該当しないと考えてございます。 

0:05:24 3 号機につきましては、外郭浸水防護設備として、工事計画の認可を申

請いたしまして、基本設計方針、また、設設定根拠といった添付書類

に、 

0:05:38 主席の法制機能の影響を、がない設計とすることを記載いたします。 

0:05:43 技術基準適合の維持の観点ですけれども、1号のプラント状態として

は、燃料装荷されていない状態、また、循環水ポンプ停止を前提とし

て、 

0:05:54 こちらの技術基準適合を維持することを確認し、いたします。 

0:05:59 保安規定の観点ですけれども、 

0:06:02 原子炉補機冷却海水系統に必要となる流量確保し、し、液体廃棄物の放

出濃度は、元記載に方案されることを確認してございますので、要求事

項への影響はないこと。 

0:06:15 また、流路縮小工及び逆流防止設備に対しては、保安規定に紐づく社内

規定に定める保安期計画に基づき、施設管理を行うことと考えてござい

ます。 

0:06:29 5 ページお願いいたします。 

0:06:32 こちらでは、女川との比較の観点で、 

0:06:36 車、先ほども申しましたが、主放水ん設置される設備ということで、営

業確認を行ってございます。 

0:06:46 この中で、難波市、或いはナンバースリーから何バース 7といったとこ

ろについては、お名前を踏まえた整理を行ってございますが、 

0:06:56 ナンバー2プラント審査上の位置付けといったところで、女川 1号炉に

つきましては廃止措置プラントである一方で、泊 12 号は共用プラント

であることがそういう点でございます。 

0:07:08 そのため、女川プラントにおきまして廃止措置であるために影響なし

と、整理した事項、また申請実績において、整理されていない事項が、 

0:07:19 今回新たに整理が必要な項目として挙げられます。 

0:07:24 6 ページ以降、13 ページまでですけれども、 

0:07:29 今 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:07:32 5 ページでお話した内容になりますけれども、基準上の位置付け、許認

可の扱いについて、女川と差異が 

0:07:42 あるかないかといった観点で、整理をしてございます。 

0:07:48 緑の 

0:07:50 枠で囲ってあるところ、こちらが新たに整理が必要な事項と考えられて

いる事項となってございます。 

0:08:00 まず、例えば 6ページにつきましては、安全重要度の整理ですけれど

も、こちら、泊においては、燃料装荷されてない前提、また、循環水ポ

ンプ停止の前提で、 

0:08:13 このプラント状態に基づき、安全重要度を設定してございます。 

0:08:19 ちょっと飛びまして 9ページお願いいたします。 

0:08:27 こちらの 

0:08:30 放射線部の管理に関する事項のところにつきましても、泊では、設置変

更許可申請書に燃料装荷されていない前提、また循環ポンプの停止の前

提というで、整理した結果を示してございまして、こちらについても新

たな整理が必要な事項と考えてございます。 

0:08:49 10 ページ、お願いいたします。 

0:08:52 こちらは、工事計画認可の観点ですけれども、緑枠で囲ってあるところ

につきまして、 

0:09:02 泊の流路縮小工につきましては、津波による引き波時の海水貯留機能を

有していないことから、流路縮小工実態が、非常用取水設備には該当し

ないと、整理してございます。 

0:09:18 11 ページ、お願いいたします。 

0:09:21 こちらも先ほどと確認の観点は、同様でございまして、設置変更許可申

請書に燃料装荷、或いは循環水ポンプ停止を前提とすると。 

0:09:33 いった観点での整理ということで、新たに整理が必要な事項と考えてご

ざいます。 

0:09:40 12 ページの 

0:09:43 放射性廃棄物処理設備に関しても、李、差異の理由としては同様な内容

となってございます。 

0:09:53 以上が指摘事項Ｎｏ．3に対する回答となってございます。 

0:09:59 引き続きまして 14 ページお願いいたします。 

0:10:07 こちらでは、指摘事項の№4ということで流路縮小工後逆流防止設備の

求められる機能を整理して説明すること。 

0:10:17 また女川 2号では、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:10:20 浸水防止機能、また、取放水の要求される必要水量を明確にしていると

いったことで、回答を下記の通りまとめてございます。 

0:10:31 まず、求められる機能につきましては、津波時における取放水量からの

敷地への津波の到達流入防止、 

0:10:40 聞く一つ、また二つ目の白丸になりますが、トラント停止状態における

12 号炉の取水機能法制機能をといったことが確保できること。 

0:10:52 こちらが求められると考えてございます。 

0:10:56 12 号機につきましては、プラント停止状態、また、循環水ポンプについ

ては停止と、前提として考えてございます。 

0:11:07 ですので、表に示す通り、原子炉補機冷却海水ポンプが 2台必要という

ことで、流量 1900 立米パーアワーとともに、整理してございます。 

0:11:20 敷地への津波の流入防止の観点につきましては、入力津波の解析結果を

踏まえてご説明することで考えてございます。 

0:11:33 15 ページをお願いいたします。 

0:11:37 ここからは設置変更許可、設工認、また保安規定の各段階の審査におい

て、どのような整理を行うか、整理するようご指摘をいただいてござい

ます。 

0:11:51 回答は下に示す通り、設置変更許可におきましては、設計方針への浸水

防止機能後 12 号炉への影響、また、何、内径の考え方についてご説明

すること。 

0:12:05 また設工認では、せえ、設置変更許可で示した方針を、基本設計方針と

して示すとともに、要目表、設定根拠に関する説明書等についてご説明

いたします。 

0:12:20 保安規定につきましては、ルール、施設管理の対象設備とし、計画に基

づき適切に施設管理点検実施することをご説明いたします。 

0:12:37 16 から 21 に、具体的な内容を記載してございますが、 

0:12:42 詳細な説明については、木曽。 

0:12:44 割愛させていただきます。 

0:12:57 22 ページお願いいたします。 

0:13:03 放水側のフラップゲート。 

0:13:07 ですけれども、該当の付着の影響、あと、 

0:13:11 異常検知の方法、保守管理の内容について示すことと、 

0:13:16 いうことで指摘をいただいてございます。 

0:13:20 こちらの回答につきましては、ずっとを用いて説明させていただきます

ので 23 ページお願いいたします。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:13:35 まず開生成物の付着の閉塞可能性につきましては、 

0:13:39 現在、イチゴールファイププラント停止状態となっており、循環水ポン

プも停止してございます。 

0:13:47 資金の点検結果を確認した、しましたところ、 

0:13:52 右の写真にもございます通り、 

0:13:55 該当の付着は確認されていない状況になってございます。 

0:14:01 放水炉に設置する逆流防止設備の開口部 1陰 1メートルでございますの

で、 

0:14:08 はい。 

0:14:09 水路の断面縮小に伴って、流速も増大しますので、 

0:14:14 改正生物としてはより付着しにくくなる状況と考えてございます。 

0:14:19 一方、仮に、甲斐が付着したとしても、開口部というのは、狩野付着し

ろに比べて十分大きいことから、 

0:14:28 貝付着による閉塞の可能性はないと、整理してございます。 

0:14:33 また、定期的な点検、清掃については、 

0:14:38 逆流防止設備設置後においても継続時して実施することと考えてござい

ますので、 

0:14:45 生成物の付着による閉塞の可能性はないと考えてございます。 

0:14:53 24 ページお願いいたします。 

0:14:57 仮に、 

0:15:00 異常の検知性ですけれども、 

0:15:02 仮に閉塞した場合には、 

0:15:08 放水ピットの立坑は水位が上昇することが考えられます。 

0:15:17 そのため、 

0:15:33 失礼。 

0:15:40 した場合には、水位が上昇することが考えられますので、放水ピット立

坑に、 

0:15:46 この水位の上昇検知可能な計器を設置し、中性で警報確認を、 

0:15:52 閉塞事象への対応を行うことを考えてございます。 

0:15:56 対応手順につきましてはＱＭＳ文書に定めることで考えてございます。 

0:16:02 続いて右側施設管理につきましては、保水量について、定期的な抜粋、

カメラ等を用いた点検、清掃を実施し、変状の有無を確認し、 

0:16:14 変状が確認された場合には、詳細な調査を行うこととして考えてござい

ます。 

0:16:23 続きまして 25 ページからですけれども、 
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0:16:28 指摘事項の 7番、になります。 

0:16:32 今度、水路の流路縮小工、また逆流防止に対する漂流物の影響というこ

とで、 

0:16:41 想定される機能喪失要因を整理した上で検討結果について整理してござ

います。 

0:16:48 まず 25 ページですけれども、流路縮小工に対して、漂流物の堆積で必

要な取水量を確保できなくなる可能性が考えられます。 

0:16:59 これに対する検討結果ですけれども、水高野飲み口にパイプスクリーン

も設置されてございます。 

0:17:06 窓スクリーンのピッチ幅よりも小さい漂流物が流入する可能性がござい

ますが、 

0:17:15 流路縮小の開口Ф、0.743 メートルとしてございますので、 

0:17:25 小さな漂流物により、 

0:17:27 流路縮小工が閉塞する可能性はないと考えてございます。 

0:17:36 26 ページには取水口、またパイプスクリーン等の図、写真についてお示

ししてございます。 

0:17:48 27 ページお願いいたします。 

0:17:52 続いて、フラップゲートをに対する影響ですけれども、 

0:17:56 へえ。 

0:17:58 扉体、あと放水 6体の間に、 

0:18:01 堆積した漂流物が挟まることが考えられます。 

0:18:09 こちらについては、 

0:18:11 フラップゲートをが設置される位置ですけれども、 

0:18:16 ホース色の直線部分になってございます。 

0:18:22 この部分により物が引っ掛かるような、曲がり角突起部といったことは

ない状態です。 

0:18:30 そのためこの間に堆積した漂流物が突っ張り、フラップゲートの開機能

の影響を、に影響を及ぼすことはないと、評価してございます。 

0:18:42 続いて 28ページお願いいたします。 

0:18:47 続いては、フラップゲートに対して扉体と渡部の間に堆積した漂流物

が、挟まり、閉機能が創出する観点での確認を行ってございます。 

0:19:00 通常時、あと津波来襲時においても、扉体が開いている際には、海側へ

水流が生じているため、水流逆らって漂流物等が挟まることっていうの

はないと考えてございます。 

0:19:15 また、仮に漂流物が入ったとしても、 
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0:19:19 扉体の下部に設けている空間から、排出可能であること。 

0:19:24 また、補正の加工に、パイプスクリーンの設置により、小さな漂流物流

入しかしないことから、フラップゲートの閉機能は確保できると、整理

してございます。 

0:19:41 引き続いて 29 ページ以降になりますけれども、こちら 3月 30 日の審査

会合におきまして、この流路縮小工の 2月 2日の審査会合の指摘事項の

回答に合わせて、 

0:19:56 整理するとしていたものになってございます。 

0:20:01 ですので、回答欄にも記載しております通り、今回、流路縮小工及び逆

流防止の二つの対策について、図の施設が本来有する機能、 

0:20:13 また、その機能に与える悪影響について整理してございます。 

0:20:20 ちょっと資料飛びますけれども 33ページをお願いいたします。 

0:20:30 まず、流路縮小工ですけれども、通常の施設が本来有する機能としては

取水炉、あと原子炉補機冷却海水ポンプ、確認してございますが、取水

機能の観点での確認が必要と考えてございます。 

0:20:47 で、中段既設の施設の機能に与える影響ですけれども、流路縮小工設置

によるそ、主水路の損失水頭の増加。 

0:20:57 本田。 

0:20:58 下端高さの確認、また開生成物の付着や砂の流入といった観点で整理を

してございます。 

0:21:09 評価結果でですけれども、 

0:21:14 まず、その水頭の増加というのは、1メートル未満ということで、 

0:21:20 プラント停止状態におきまして瀬ピットポンプ室の水位低下しますが、 

0:21:25 原子炉補機冷却海水ポンプの取水可能最低水位に比較しまして十分余裕

があることから、取水機能への影響はないと考えてございます。 

0:21:36 また、流路縮小工の開口部下端は、ＤＰのマイナ、6メートルと低い位

置に設置しており、 

0:21:43 流路縮小工の設置前後で、海水ポンプの運転に影響はないと考えてござ

います。 

0:21:51 また解説生物の腐食の観点ですけれども、開口部、2の断面縮小に伴

い、流速が前、増大することにより、 

0:22:02 砂による閉塞はないと考えてございます。 

0:22:13 34 ページ、あと 35 ページにつきまして、今お話したような内容につい

て、具体的な数値関係、また断面図と、お示ししてございます。 

0:22:27 36 ページですけれども、流路縮小工 
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0:22:31 による施設管理への影響ということで、整理してございますが、こち

ら、2月 2日の会合でも述べてございますが、 

0:22:41 点検の必要なアクセス数可能の開口が確保されてございますので、従前

通りの施設管理を行うことができると、整理してございます。 

0:22:52 引き続いて 37 ページ以降放水側の整理となってございます。 

0:22:59 宝石につきましても、同様に原子炉補機冷却海水系統のホンセイ機能の

観点での確認を行ってございます。 

0:23:09 表評価結果といたしましては、このルート、逆流防止設備設置により、

放水ピット立坑 1例の水位というものが上昇いたしますが、 

0:23:20 原子炉補機冷却海水放水量の方の高さよりも十分低いことから、縫製機

能への影響はないと考えてございます。 

0:23:29 また、放水炉の点検結果、先ほど写真等をお示しいたしましたが、から

の付着の進展については確認されてございません。 

0:23:39 また、開口部、十分な大きさ、一定内かけ 1メートルで設置していて、 

0:23:46 れこ。これにより流速も増大しますので、カイエイ生物につきましては

付着しにくくなる環境と考えてございますので、 

0:23:55 影響はないということで、整理をしてございます。 

0:24:02 最後 39 ページにつきましては、こちらも流路縮小工と同様でございま

すが、放水炉内へのアクセス可能な開方向が確保されてございますの

で、従来通りの施設管理を行っていくことで考えてございます。 

0:24:19 以上、指摘事項回答についてのご説明は、これで終わります。よろしく

お願いいたします。 

0:24:29 はい。規制庁藤原ですそれでは質疑に入りたいと思いまして質疑はちょ

っといくつか分けて、 

0:24:36 さしていただきます。まずは、22ページまでの、 

0:24:41 話。 

0:24:42 を、まず一旦やってそれで質疑であと 29。 

0:24:46 28 ページまでか、続いて質疑後で 29 ページ以降という、 

0:24:51 流れでさしていただきます。まず 22 ページまでの流れの話なんですけ

ども、ちょっとまず私から 1点。 

0:24:59 今回説明、何だっけな、資料 1－4のですね。 

0:25:04 右肩 7ページ目ですか。今回コメント会。 

0:25:10 指摘事項に対する回答っていうのが、今回、今日のヒアリングではちょ

っと、いや、やらず、次回、予定をしてるっていうものが、№17と№18

でしたっけ。 
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0:25:22 これが次回ということなんですけども、この内容を見てちょっとごめん

なさいねなぜ次回なんだろうっていうのがちょっといまいち、その位置

付けがよくわからず、この点って今何か説明できることありますか。何

か停止状態を前提する方針だから、 

0:25:36 申請について、1号の申請どう扱うかっちゅうと後、18 番の審査の効率

を阻害することか、これと今日の説明内容の関連がいまいちちょっと掴

めず、いかがですか。 

0:25:48 北海道電力の高橋です。7件いただいてるうち、今回この 1、17 番 18 番

については後送りさせていただいた考え方といたしましては、 

0:26:00 まず 2月 2日の指摘を踏まえて、先行実績のある翁長さんの審査実績

を、 

0:26:12 泊としてどのように反映していくのかと、そういったところを最初に議

論させていただきたいなということで、 

0:26:21 まずはこの 17番 18 番以外についてご説明をさせていただこうというふ

うに考えてございます。で、 

0:26:31 ここである程度女川さんの記載を踏まえた、泊としてのやり方っていう

ところを、ある程度認識合わせをさせていただいた上で、 

0:26:44 17 番について、うちの場合は申請 12 号についても、適合性審査を申請

しているプラントですので、そこの違い、 

0:26:56 今日も一部中身に入ってございますけれども、そこをまとめて整理をさ

せていただきたいというふうに考えた次第でございます。18 番につきま

しては、 

0:27:06 こちらについては、今回流路縮小工を設置する以前の対津波の対策が、

最終的には 12 号再稼働時には、 

0:27:19 同じような対策になろうかというふうに我々も考えてございます。その

辺をしっかり確認した上で、ご説明をさせていただこうと。 

0:27:30 実態としましては、効率性に関しては、確かにご指摘の通り、2度手間

というようなところをございますけれども、 

0:27:41 まず、早期に 12号の対応させていただくということで、そういった内

容を次回ご説明させていただきたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

0:27:52 はい。規制庁藤間です。はい。一応、北電としてはそんな考えですって

ことですね。 

0:28:01 原子炉規制庁宮本ですけど、実はですね、 

0:28:04 これ前回の指摘事項ってのはこれ流れで書いてあって、 
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0:28:09 ①が明確になってないと、③は入れないんですよ。 

0:28:14 だから今今日持ってこられたやつ③の妥当性っていうよりは①をまずど

うするかっていうのをしっかり決めた上で、③の説明に行かないと。 

0:28:24 今丸さん持ってきていただいてるんだけど、これがいいか悪いかってい

うのは、結局①をどういうふうに整理するかっていうのを、 

0:28:33 聞かないと、丸さんがいいか悪いかなんていうのは言えないい話になっ

てるので、これ。 

0:28:39 我々の指摘事項って、バラバラではなくて、ロジカルにこうなってると

ころがあって、全体としてまだどうしますかっていうところを 

0:28:50 例えば決めた上で、 

0:28:53 要は個別の案件である③に入っていくっていう流れなんだけど①が回答

いただけないと、③に入ったとしても、 

0:29:00 これ結局①どうするんでしたっけっていう話にも戻るだけなんですよ

ね。 

0:29:05 その辺がちょっと認識が違うのかなって気はしていて、 

0:29:09 例えば、 

0:29:10 丸さんの話も出てるけどじゃ①じゃどうするんですかと。 

0:29:16 申請やめるんですか止めないんですかって、止めないわけですよね多分

ね。 

0:29:20 その場合に、じゃあ、3号の申請に合わせて、3号が終わったら 12 号の

補正をかけて、例えばその流量縮小工なりなんなりの、撤去と新しい浸

水津波防護対象設備の申請を、 

0:29:35 要は許可後に改めて補正を出すとかそういう流れが明確に①で示される

かどうかによってこの③に入るわけですよ。 

0:29:44 丸さんだけで単独で話しても、結局①が決まってない段階では、これ議

論にならないなと。 

0:29:50 思ってるのは私の今の認識です。 

0:29:54 北海道電力の高橋です。 

0:29:56 今ご指摘あった通り流れということは我々も認識しているところでござ

いまして、今宮本さんが 

0:30:07 おっしゃっていただいた通り、我々、12号炉今日すいません回答を持っ

てきてございませんけれども、12号に関しても、やめるという選択肢で

はなくて、 
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0:30:19 引き続き、12 号の適合性審査を、3号の後に続けてやっていきたいと、

いうふうに思ってございます。その場合、やはり、今回設置した流路縮

小工、それから逆流防止設備、 

0:30:33 これは 12号が運転するときには、これがあると、運転ができませんの

で、これは撤去をした形で、従来、お示しさせていただいてる、 

0:30:46 例えば、循環水ポンプ建屋の前の取水ピットをポンプ室、それからスク

リーンスのところに防水液を立ててと。 

0:30:58 そういった形で、申請をして、審査に臨みたいと、そこの理解。でござ

います。 

0:31:08 そういったところを、今日は口頭だけのご説明で大変申し訳けありませ

んけれども、方向としてはそういう形で整理をして、 

0:31:19 いるというふうに考えてございます。 

0:31:32 規制庁宮本ですけど、なぜそれを言ってるかっていうと、①が明確にな

ってるからこそ丸さんのさっき言ったけど、じゃ、12 号の話じゃなくて

3号の設置変更許可なり 3号の工認よく判断の頃に、 

0:31:47 1 号への修正機能の影響から何からすべて 3号機の設備としての説明を

組み立てていくっていう前提が、 

0:31:57 整理されない、されると思うんですよ。で、その前半前提のその①がな

かったら、この③の話って入れないんですよ。 

0:32:06 だから、さっきから言ってるようにこれはロジカルに並んでるので①②

を明確に回答していただかないと、丸さんの今のは、この内容がいいか

悪いか。 

0:32:18 ＪＡ前提型から先は先ほど言ったように、 

0:32:22 当申請をどう扱うんですか。だから言ったように 12 号については申請

申請炉だけれども、その 3号機の適合性に合わせて、 

0:32:32 それで 12号は停止に持っていきますと停止ってか停止状態に持ってい

きますと、ただし、3号機の認可後、結構に速やかな例えば補正をやっ

た上で、 

0:32:42 12 号の停止状態の解除と、あとは 

0:32:49 12 号の取水の放水量に対する津波防護対象設備の設置、あとは 3号機の

ためにつけて 12号の取水量を流路縮小工と、 

0:32:59 逆流防止の設備の撤去、 

0:33:06 申請に合わせて整理しますっていう回答が①にあるんであれば、③に入

るんだけど、それが今ない状態で丸さんじゃこれでいいですか悪いです

かなんていうのは多分、 
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0:33:16 説明できないんですね確認できないっていうそういう意図です。だから

今、これから丸さんの話しても、結局そこに帰ると思ってるんで、ちょ

っと話長くなりますけど、そういう認識を持って、 

0:33:28 だから 

0:33:30 こちらからのこれまでもそうなんだけど、指摘事項っていうのはある程

度この流れで、指摘事項ってなができてるんですよ。 

0:33:39 なので、 

0:33:40 前提の①②が整理されてないのに後ろだけ持ってきても、要は、結局、

①②はどうなるんでしたっけっていう。 

0:33:50 話にしかならないのでここで今日だけじゃなくて他の条文でもう同じで

すからね、特に耐震耐津波っていうのは、 

0:33:57 基本的には流れで、指摘事項が来てます。なので、 

0:34:03 できたところから持ってくるっていう認識はちょっと止めていただいた

方がいいかなと。 

0:34:07 いいですかね。 

0:34:10 ダイドー電力の高須です。ご指摘の通り我々も理解しましたというか、

そういう議論も当然社内の中であって、綿Ｃが過去 

0:34:24 説明してる中で、どうしてもその入口のところで御説明が止まってしま

うところもあったので、遅れてるというか今回は、3番からご説明しよ

うというふうにちょっと考えたんですけれども、 

0:34:37 今ご指摘いただいた通り、流れで、ご指摘いただいてるっていうことを

しっかり認識してですね、他の 15条分含めてですね、 

0:34:48 ご説明するっていうことを、 

0:34:52 認識しましたので、今日は大変申し訳ございませんでした。 

0:34:56 ただ今口頭でご説明させていただいてる認識にそごはないかなというふ

うに思ったところでございます。 

0:35:08 さらに、今回、12 号の件に関しましては 3号の設置許可で、12号に対

する悪影響をの話を 

0:35:19 3 号の設置許可で書いていくっていうことで、そういった方針を考えて

ございますので、すいません一番 2番、17 番 18 番についても、 

0:35:30 早期にご回答させていただくように準備して参りたいと思います。 

0:36:57 はい。規制庁じゃすまそしたらちょっと 0102 はちょっとまだ今回ま

だ、今回答はないものの一応ちょっと何なんですかね。特に 12 号につ

いては要は、前回の審査会合の、 
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0:37:09 状況からあまり北海道電力のスタンスとしては変わってなくて要は 12

号が、今の現状のままで、3号をやっていくという建前、今日のヒアリ

ングですよ。そうする前提でまずやりますということ。 

0:37:22 あと効率性の話についてはちょっと、本当は必要ですけどちょっととり

あえず置いといて今回の資料の内容について確認ってことでは、わかり

ました。ちょっと 

0:37:33 どっか先に 

0:37:34 ちょっと細かいところからになっちゃいますね。もしよかったらおっき

いところがあれば、 

0:37:45 そう。 

0:37:46 規制庁宮尾です。だから、先ほど言ったように①が整理されてないので

③を持ってきてるからよくわからなくなってるなと思うのは、例えば回

答の 3ページ。 

0:37:58 これ 3号炉の津波防護対象設備とすると津波防護設備とすると。 

0:38:03 12 号日には 10月、これ、 

0:38:06 要は安全重要度クラス外とするって、ここもこれがまずはよくわからな

いんですよね。 

0:38:11 この話ってのは、これはあくまでも 3号機積んだから同じ設備がある意

味で、クラス津波防護設備で、こっち行ったらクラスがって話ではなく

て、 

0:38:22 基本的に 3号機の設備として登録する以上は冊、3号機の津波防護対象

設備とまずしますと。 

0:38:29 その上で、12 号の景況プラント停止状態の中の悪影響防止設備として悪

影響を防止する機能を持たせますなんですよ。 

0:38:39 いうことわかります。 

0:38:41 女川ではそう整理してるはずなんですよ。女川前提ってさっき言ったよ

うに、女川で前提したのは、2号機を運転号炉 11 号機を廃炉をろうとし

て前提にして、 

0:38:54 要は 1号機に求められる機能、要はその流路縮小工に求められる 7機能

を、2号機の分津波防護対象設備の機能の中に入れたんですよ。 

0:39:05 だから、別々に機器整理してないんですよ。 

0:39:08 津波防護対象設備の中の 

0:39:11 必要な機能として整理してるんですよ。だからこうやって 3号機 10 号

機ばバラバラに機能か書いてないはずなんですよ。 

0:39:19 いうことわかります。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:39:22 だから半分あってるけど半分間違ってるそういうことなんですよ。 

0:39:26 なので、例えば 4ページに行くと、 

0:39:30 これこそもう言ってることがよくわからないんだけど、 

0:39:33 12 号とあって設置変更許可本文記載事項変更工事該当しないじゃないん

ですよ。3号炉の新規設定を置いて津波防護対象設備として設置するし

かないんですよ。 

0:39:44 その中で 12 号に悪影響を与えない設置設置としますっていう話ですよ

ね。 

0:39:51 工事計画でも同じなんですよ扱いとしては、 

0:39:54 で、この話をする前提となってるのがさっき言った①の中で、要は 12

号の設置変更許可に合わせて、要は 12 号に必要な機能というのはその

時整理しますなんですよ。 

0:40:07 だから①がないと、③だけ持ってくるとこういう話になっちゃうってこ

と。 

0:40:15 終わります。 

0:40:17 申請号炉の、この辺ちゃんと確認してくれてるのが私は、 

0:40:21 5 ページは若干確認してるように確認されてるんだと思うんだけど、そ

れを踏まえると、6ページからの整理っていうのが、 

0:40:30 余計によくわからなくなってくるんですよ。 

0:40:37 要は、女川に関しては 12 号単独でのヘリって 1号の単独での整理なん

かやってないんですよ。 

0:40:43 2 号の整理しかやってないんですよ。 

0:40:46 で、1号の悪影響については 1号の申請の中、要は廃炉措置計画の中で

改めて確認しますもんです。 

0:40:53 そう、そう考えると 12号の 1、女川の場合は 12 号の設置変更許可の中

で改めて説明しますんですよ。だから 3号機に必要な設備と、 

0:41:03 その機能の中に、12 号への悪影響防止っていうのを入れてるってことな

んですよ。 

0:41:09 設置変更許可っていうのは、 

0:41:12 布施サイトごとですから、プラントごとじゃないですか。そうすると、

設置変更許可し、12 号もしてるんですかって知ってることになりますよ

ね。 

0:41:20 燃料も入れない。 

0:41:23 循環水本を提示するっていう、そういうことですよね。 

0:41:26 そこを理解されてるかっていうと、 
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0:41:29 文章ではなってるんだけど、整理上はそこがちょっとよく見えないと。 

0:41:36 入れるわかりますかね。 

0:41:40 北海道電力の高須です。今ご指摘いただいた通り、当初我々どうしても

頭の整理としてその 12号の設置許可 3号の設置許可っていうような形

で、 

0:41:50 整理していた部分があって、今宮本さんからご指摘あったように、設置

許可としてはサイトごとということで、そういった意味で整理をしてい

るところではございますけれども、 

0:42:05 一部ちょっと 12号、3号というような書き方になってるっていう 

0:42:11 ところを今、認識しましたけれども、決して安全重要度のところも、も

ともと 

0:42:22 また 3号 1度という話になってしまいますけれども、3号として、津波

防護としてはクラス替えなんだけれども、12 号への影響としてはＰＳⅢ

ところ、 

0:42:32 結果としてＰＳⅢですよっていうような整理をさせていただいてるの

で、結果として、3航路をの設置許可、 

0:42:42 で議論する時には上位であるＰＳ3というようなところで整理をするの

かなと。ただちょっとその記載の仕方として、12 号への取り扱いってい

うような書き方になってるっていうところは、 

0:42:56 ちょっと我々として意識がちょっと、 

0:43:00 足りてないなというのを、今認識しましたので、そういう形で、あくま

でも、3号の申請として、12 号の悪影響も取り込んで、 

0:43:11 全体として安全重要度なり、燃料の話、燃料の話なんか本文に書くって

ことは、それを上書きしてると。 

0:43:21 そういう認識は持ってございますので、ちょっとそういうような整理の

仕方、に見直したいというふうに思います。 

0:43:28 えっとですね。 

0:43:32 ちょっと、 

0:43:33 うん。 

0:43:34 フィンマックの回答だと、多分、皆さんで話し合いながら進めてくださ

い 

0:43:40 何となく今ちょっと高橋さん、どこまで理解されてるかちょっと不安だ

なっていう思いますあと、 

0:43:46 6 ページの安全重要度、これ安全重要度の整理で線図で前回何を書いて

あったかって多分理解されてますかなんですよね。 
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0:43:56 これ。 

0:43:57 別に流路縮小工の安全重要度高、こっちが指定しろって言ってるわけで

は実はないんですよ。 

0:44:04 あの資料が何で持ってこられて設備説明をされていたかと、10 会合で、 

0:44:11 多分それを多分理解されてないで、多分あの会合に上げられたから余計

おかしくなったんだけど、 

0:44:17 安全重要度の話っていうのは、なぜあれが出てきたかっていうと、高浜

の防潮ゲートで稼働可能性があるかないか。 

0:44:26 可能性があるからこそクラスは相当にしますと。 

0:44:30 じゃあ、とともにの今回の設備はクラスは相当にするような設備ですか

ら違うんですかって言ったら違うわけですよね。 

0:44:37 その説明をしなきゃいけないわけですよね。 

0:44:39 実際は、 

0:44:41 あくまでもその安全重要度のクラス 3とかクラス 1とかクラス 2とか話

ではなくて、 

0:44:46 クラス案に該当するものではありません。 

0:44:51 でじゃあ何なんですかったら津波防護対象設備ですっていう、 

0:44:56 通常の、 

0:44:57 ていう整理をしてくれないって困るわけですよ。 

0:45:00 で、ここで注意していただかないのは、 

0:45:04 決して津波防護対象設備を安全上重要度ないと多分、これまでも言って

ないと思います。 

0:45:10 だからといってクラスはんかってどういう話もしてないです。 

0:45:14 だから、 

0:45:16 ここで言うと学友逆流防止設備はクラス外にしますって話を持ってこら

れるってことは、過去の審査実績を全部否定して、 

0:45:25 クラス外で安全機能持ってこないっていう整理を勤まりとしては、改め

てしますっていうのを持ってこられてるっていう認識を持たなきゃいけ

ないですよ。 

0:45:34 多分そういうつもりはないですよね。 

0:45:38 私が言ったことはあります。 

0:45:41 津波防護対象設備ってのは、確かに重要度分類指針上、 

0:45:45 過去の設備としてなかったので、整理はされてませんで、単独で見たか

い確かに安全機能を持ってるか持ってないかっていう話になればあれ自

体が、 
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0:45:55 ＳＡを起こしたり、ＤＢを起こしたりっていう設備ではないです。 

0:45:59 ただし影響が大きい設備だっていう整理は多分その防潮ゲートをやって

たときに、議論があって、その可動床はプラスワン相当っていう話にし

てます。 

0:46:08 なので、こちら、明確に安全重要度がないという話は多分してないと思

うんですよ。 

0:46:15 だからといってあるという話もしてないです。 

0:46:19 だから何を整理したいかっていうのをよく考えて欲しいんですよ。 

0:46:26 北海道電力の高橋です。今ご指摘いただいた通り当初この安全重要度っ

ていうのはご指摘あった通り高浜の防潮ゲートでしかも同てきいな設備

であった。 

0:46:39 がゆえにＭＳワンというようなことで設定をしているというふうに認識

してございます。今回泊伊井の設備に関しては動的なものを、 

0:46:53 活用していませんので、静的なものでございますので、そういった意味

で信頼性に対する要求とは違ってると。そういったところが発端だった

んですけれども、 

0:47:04 重要度の整理っていうところで、逆に今度重要度を 2、 

0:47:10 に対して逐一 

0:47:12 考えを整理してるっていうところで、今 

0:47:16 ご指摘いただいてちょうど 8としましたけれども、当初のをスタートは

確かに高浜の比較との差だったかなというふうに認識。 

0:47:28 してます。そういった意味で、ここで説明すべきは何かっていうような

ところで、おっしゃいますと、やっぱり今回泊の設備としては動的な設

備を使いませんと。 

0:47:40 そういったところから説明すべきだったのかなというふうに認識を改め

させていただきました。 

0:47:48 はい。そういうところを踏まえると、 

0:47:52 そういうところもよく確認してもらいたいのと、 

0:47:54 あとちょっともう、いっぱいあるんであれですけど、多分これ全体的に

よく見てもらわなきゃいけないんだけど、そういうふうな整理をまず前

半でするんだったら、 

0:48:04 多分 1112 っていうのは、もっと整理が変わってくる、もうそもそもこ

れ必要なのかっていう議論になると思うんですよ。 

0:48:13 省令 62 号への適合性なんて話っていうよりは、新しく作る設備が、ま

ず津波防護対象設備として公認を 3号機としてとりますと。 
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0:48:24 その中で 12 号への悪影響を見ますと、だから、3号機の設備としての整

理をまず前提としてしますですよ。 

0:48:34 その上で、先ほど言ったように、今後 12号の市許可のときに、また撤

去してやるっていうのが前提になるので、未適合の話っていうのは、 

0:48:43 ここでするような話ではあまりないんだと思うんですよ。 

0:48:47 それがだから、オーナー側の実績を見てくださいっていうのは、多分そ

うそういうことなんですよ。 

0:48:53 恒久設備だったら話は別ですよ。 

0:48:57 今、前提としては公共設備じゃなくて 

0:49:00 一時的って言い方が＋。 

0:49:02 適切かどうかわかんないけど 3号機適合性に必要な設備として、3号機

の津波防護対象設備としての整理です。 

0:49:09 当然、それが終われば 12 号の、今、申請が出てるんだから 12 号の 

0:49:15 申請のための設備としての整理をもう一度やり直すという 

0:49:20 その前提が①でされた上でここの、この③の整理が持ってこないと、だ

から先ほど言ったように、 

0:49:27 よく整理がわからない話ですよねと。 

0:49:36 北海道電力の高須です。今ご指摘いただいた通りかなということでやは

り 

0:49:44 12 号機の扱いっていうところを、そういったところをまず前提条件とし

て、話が進めなければいけないということを理解しましたので、 

0:49:54 次回、お出しするときには、 

0:49:59 17 番 18 番、セットでさらに今回、我々が整理してる中で、3 号と 12 号

という書き分けをする。 

0:50:10 いろんなところでしてますけれども、基本 3号の津波防護施設としてど

うするのか、その中で 12 号の、 

0:50:20 取水放水機能に関して、悪影響を与えないというようなものを付加する

んだといったような整理の中で 

0:50:31 論理展開していくのかなというふうに認識しました。 

0:50:37 はい。ちょっと長くなりましたけど私からはとりあえず今のところ、第

1弾としては以上です。はい。 

0:50:51 はい。ちょっと私が規制庁じゃない私もちょっと細かい話私は今回はち

ょっといきますけども、 

0:50:57 11 ページ等開いていただいて、 

0:51:03 これは、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:51:06 31 ページ。 

0:51:08 失礼。 

0:51:11 これ、11ページ目。 

0:51:14 ごめんなさい。 

0:51:18 17 ページ下、ごめんなさい。 

0:51:24 17 ページちょっとし、一番下の津波来襲時の影響の一つ目のポチ下一つ

目、引き波時の水位低下に対して、 

0:51:34 流路縮小工の開口部下端と、ホッキ 0ポンプの取水可能水位から、運転

員寄与がないことを説明するっていう内容があってこれが具体の内容っ

ていうのが資料 1－1かな、 

0:51:47 の方の 11ページいいんだと思うんですけども、 

0:51:51 資料 1－1の 11 ページですね。 

0:51:59 この 11 ページのところでいくと、 

0:52:01 これが多分ちょっと、この子文章と、何かわからなかったので 

0:52:07 11 ページを見たときには、多分その位なんだろう。今、実態としては、

流路縮小工の方の開口部の下端、 

0:52:15 と。 

0:52:16 海水ポンプのその何か取水可能性を比較したときに、 

0:52:20 要は多分何だろう。 

0:52:22 開口部方が、 

0:52:24 すごい低い位置、 

0:52:26 だから影響がないっていうふうに今おっしゃられてるんですねで、これ

がさっきそもそも資料、津波来襲時の影響の話ですね 17Ａ11 の 17。 

0:52:36 ちょっとわかんなかったのが、例えば女川だと、何か流路縮小工を設置

したら、それが要は貯水堰みたいな役割を果たして、要は、たとえ引き

波が来たとしても、 

0:52:48 いや小中の話ですよ。1号の、要は取水の機能についてはそのまま貯水

量が結構あるから、影響がない。それが示されたと。 

0:52:58 理解してますんで、ちょっと泊がそれ違うんですよね。泊は 11 ページ

のところで言ってるのは、 

0:53:04 要はまだ取水可能水位を、 

0:53:07 に対してその引き波が来たら下回る、 

0:53:10 かもしれないって言ってんですよね。 

0:53:12 下回ったとしても、 

0:53:15 影響がないっていう。 
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0:53:18 言い切れるんですか。 

0:53:21 よくわからないです。例えばですよ、下回ったら、まず水が吸えなくな

りますよね。 

0:53:29 吸えなくなってまいスマート不押し波に復旧し、水が来るかもしれない

けど、そのように海水ポンプ壊れたりしないんですかとか、 

0:53:38 その辺も踏まえてその影響がないってこれ、どういうふうに考えてるか

或いは、うん。ながらと要はちゃんと開口、 

0:53:48 貯水量があるから大丈夫っていうそれで、よくわかって 

0:53:52 もう一つちょっと多分私はこれを一旦北電さんがこう答えると思うんす

ね様は、別にこれ申請号炉じゃないから機能喪失してもいいんですよと

か何日間か余裕があるからいいんですよって言ってますけど、そうやっ

て、 

0:54:04 上昇がですね話してましたっけ。 

0:54:07 上昇側は自主的に何か設置してましたよね。 

0:54:11 じゃあ下降側は何もしなくていいんですかっていうふうになるんですけ

どこの点って、 

0:54:15 どうなんでしょうね上昇側との対比も含めて、女川との対比も含めて、

いかがでしょうか。 

0:54:24 北海道電力の高橋です。こちらにつきましては、今ご説明いただいた通

り今回、設置する流路縮小工の、 

0:54:35 設置高さ、これが海水ポンプの取水可能水位、下にございますので、こ

れがあってもなくても、 

0:54:45 貯留量っていう観点では影響がないというふうにご説明をさせていただ

いておりまして、さらに引き波のときに、海水ポンプが吸えなくなるん

ではないかと。 

0:54:57 いうようなことに関しましては、こちらご指摘いただいた通り申請号炉

じゃないっていうこともありますけれども、3号と同じようにですねこ

ちら 12 号についても、貯留堰が必要と。 

0:55:10 いうふうに認識してございます。こちらにつきましては、今後 12号の

審査でこの貯留堰に関しては、ご説明していくものだなというふうに認

識をしてたところでございます。 

0:55:28 はい。規制庁藤原です。ごめんなさいね 

0:55:31 女川では、要は、そういった特に申請号炉ずないとしても、機能が維持

されるっていうのが行ったんすけど 3号、 
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0:55:39 これ、どうですかね止まりだと要は、機能喪失ですけど何か自主的に何

かこう取り組むことってないんですかね例えば流路縮小工の開口をもう

ちょっと隠して、 

0:55:50 要は、せめて何か取水可能水位 

0:55:55 よりもちょっと上に開口を持ってくるとか、そういった取り組みという

のはできないもんなんですかね。 

0:56:03 そこは全く難しいのかっていうところがちょっとよくわからずあと、そ

もそも論として 1号には今助成席って何も、現時点で何もないってこと

等を、その二つちょっと教えてください。 

0:56:20 北海道電力の植原です。 

0:56:23 まず 2番目の指摘ですけれども 12号機についても貯留堰としては現状

設置されている状況になってございます。ただこちらについては、必要

な容量との比較等含めて 12 号機の 

0:56:37 審査の中でご説明することを考えてございます。 

0:56:41 こちらの流路縮小工自体については、これ自体で、非常用取水機能とし

て持たせることは考えておらず、 

0:56:51 現状、先ほどのご説明と繰り返しになりますけれども、 

0:56:56 現状の少数医療に対しての影響を与えないといった観点で、比較的低い

位置での設定をしてございます。 

0:57:06 あともう 1点つほそくうのご説明になりますが、 

0:57:10 こちらの引き波時、納車成果のスイカまで注意が可能下がる可能性につ

きましては、先行する女川 1号炉 3の廃止措置の申請の中で、比較で同

様の 

0:57:24 内容のご説明というのをしていると認識している状況です。 

0:57:32 はい。規制庁藤原です一応女川のまとめ資料とか見たら一応許可のまと

め資料ですよ。なんか工費、要はあっちは 1号に対する 

0:57:42 引き波に対する評価というのはやっていてそれ別に何か結ぼう事とか、 

0:57:48 それに対しても、泊としてもそれ別に示すことって可能、要は、基準適

合という観点とは、 

0:57:58 違って今私は自主的な話で 1課こないだの審査会合あったじゃないすか

3号炉の泊の時には 12号の上昇側の水位に対して海水ポンプが機能喪失

するけど、 

0:58:10 ああいうような絵になったじゃないすか。それに対して事業者は、 
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0:58:15 自主的にする貫通部止水処置やとか、いろいろ対策をやって、水は入ら

ないように一応やりますただへの基準適合ちょっと水が出るようなやる

ことになる。だからず、 

0:58:27 自主的な取り組みが何がしかあるってのが、 

0:58:29 まず言ってたんですね。それが下降側でも示せないんですかっての私言

ってることで、その一つの例としてさっき今貯水堰は別にＳｓ機能維持

しろとか、いけないですよ今。 

0:58:40 そういうものが自主的にある。 

0:58:42 で、ＪＡＳ仮に来た時にはこんだけの貯水量はある。それは何か女川の

まとめ資料と同じような感じで整理っていうのは、 

0:58:49 できなかったのかなというちょっと今聞いてるだけなんすけど、この点

どうですかね。 

0:58:55 電力の高橋です。今貯留堰を設置してるっていうところを、がございま

して、従来の評価っていうものはあるんですけれども、 

0:59:08 ここの 12号のポイントとして今、水位を基準津波とかで設定ポイント

をというふうにしてないところもあって、 

0:59:20 規制になるわけですけど、書き方次第なんだと思います。 

0:59:23 例えば、 

0:59:25 ここで、 

0:59:26 この 

0:59:28 流路縮小小に関しては、貯留機能は求めない、それはなぜならば、 

0:59:35 12 号機に他の申請時、 

0:59:38 申請時の 

0:59:41 施設である、貯留。 

0:59:44 貯留堰があるから、その貯留堰、 

0:59:48 に貯留機能を持たせ、 

0:59:51 設計として考えていてここでは、あくまでもそういう所を、 

0:59:57 永久構造物ではない。 

0:59:59 流路縮小工には総貯留機能は期待しないそういうことですよね。 

1:00:05 それをはっきり書けばいいんじゃないすか。だから、 

1:00:08 中途半端に生煮えで書いてるから、わからないんで、 

1:00:11 その辺をよく考えていただいて、書き方をしたいと。 

1:00:15 わかりました。北海道電力の高橋です。上昇側でも自主的な話を加えて

書いてございますので、下降側の方についても、今現在、貯留堰設置で

ございますので、 
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1:00:27 基準適合というよりもそういったものの実用量を阻害させないために、

あえて低い位置に、この取水、 

1:00:38 河野だけを持ってきてますんで、そういった内容をもう少し反映して、

記載した方がいいかなというふうに理解しました。ありがとうございま

す。 

1:01:50 規制庁目線でさっきの安全機能の話なんだけど、ちょっと私、追加で言

っておくと、 

1:01:57 防潮ゲートは確かにクラスはになりましたと、動的機器だから、 

1:02:03 だけど津波防護設備っていうのはじゃあ何なんですかっていう議論を別

にするつもりはないですけど、津波防護設備が機能しなければ、敷地全

体に影響を及ぼす可能性があると、甚大ですと。 

1:02:17 であれば当然信頼性を持ったものではなければならないと、いう話にな

れば、あれは安全動的があるからそれクラスワンスルー後にしないって

話になったんだけど、津波防護設備が非常に重要なものであると。 

1:02:30 いう前提に立てばこのクラス外であるという記載はできないと思う。 

1:02:34 はっきり言えばね。 

1:02:36 うん。 

1:02:37 そこを踏まえて、安易にクラス 3とかクラス外っていうのは使わないで

いただきたいなと。 

1:02:42 私が言ってるわかります。 

1:02:44 当然、 

1:02:46 この 

1:02:47 報知逆流防止設備とか流路縮小工が、 

1:02:51 適切に機能しなければ、3号機に重大な影響を与えることは間違いない

わけですよね。そういう考え方をすれば、高浜のときに議論していたク

ラスワン相当にするしないの話っていうのは或いは防潮ゲートが動的が

ついてるので、 

1:03:08 通常ちゃんと機能しなければ、敷地全体がドライサイトが維持できなく

なる前提になりますよ。 

1:03:15 これはたまたま静的しかないんですけど、それでもこれがなければ、ド

ライサイトが維持できないんであればこれは非常に重要な設備ですよ

と。 

1:03:24 なので、12 号から見たらクラス外とかって書かれちゃうと、すごく軽く

見られます。 
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1:03:30 なので、こういうて表現ってのはよく注意してくださいよと。だから、

今言ったように、動的なところはないかもしれないですけど津波防護対

象設備として、耐震クラスをＳクラス。 

1:03:42 ていう整理になるんだと思うんですよ。だからここちょっと安易にいろ

んなものを書きすぎると、逆に問題になるので、その辺はよく注意して

ください。いいですかね。 

1:03:53 はい。北海道電力の高橋です。津波防護施設として、今まで過去の審査

実績を踏まえても、明確に指定してるっていうことではないっていうの

は理解しましたので、 

1:04:07 適切な書き方にしたいと思います。 

1:05:04 そしたら、ちょっとさっきの話にちょっと戻っちゃうんすけど、資料 1

－2の 17 ページの津波来襲時の影響の一つ目のポチ、高率文章的かちょ

っと書いてくださいねこれちょっと言ってる意味がよくわかんないん

で、 

1:05:18 いや、薄井低下に対して、いや、みんな何だっけな。藤石塚の水位を下

回ったら、 

1:05:25 運転は影響度考えても何かあるようにしか思えなくて、これ、何でない

のかが、 

1:05:31 さっぱりわからん。いや津波来襲時じゃなかったらわかりますよ。 

1:05:35 津波来襲時だったら、 

1:05:37 そうでしょうね。 

1:05:40 では先ほど江崎さんからもご指摘いただいたところ、 

1:05:45 なので、貯留堰の話、自主的設備ではあるものの、それに影響を与えな

いように、 

1:05:52 やるっていうようなことを記載しようかなというふうに今考えてござい

ました。 

1:07:24 はい、じゃあ規制庁じゃ先進みまして資料 1－2の 16 ページ。 

1:07:28 のところの二つ目の行のＣ3号炉の浸水防止機能のところの二つ目のポ

チの上限値を、これ許可の段階で説明するってなってて、 

1:07:41 下限値も同様の書いてあるんすけど、ちょっと、 

1:07:45 設工認で説明するのが許可で説明するのか具体的な数字をですねそれが

よくわからなかったんですね。例えばまとめ資料ちょっと飛んでいただ

いてもらって例えば、 

1:07:57 資料 1－3かな、別添 1－添付 31。 

1:08:03 19 ページ。 
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1:08:07 別添 1、添付 31の 19 ページ、ここで何か海溝系についてということで

許可段階のまとめ資料として、上限値なんぞっちゅうのがこの 3パラ目

ですか。 

1:08:18 設計確認値、上限値について、 

1:08:22 上限値はここで何か決まるんだと思ったら、ここの書きぶりって何か決

まってないんですよね。要は仮に何としたときには、こうですか李那須

氏がこうです。 

1:08:34 あとどこで何か余裕がありますとか、従ってか、この 4パラ目でいい。 

1:08:39 じゃ、上限値で何なのって、私これ見て思っちゃったんですね、多分こ

の女川のまとめ資料多分そのまま。 

1:08:46 かなとは思っているんですけどただ、ちょっともうちょっと、これっ

て、 

1:08:49 そもそも論として許可で、 

1:08:51 上限値まで出すつもりなのかとかもよくわからず、 

1:08:55 これって、ちょっとごめんね北海道電力としてどう考えてるんでしょ

う、許可で頭で出そうとしたらそれを設工認で出そうとしてるのか。 

1:09:03 今許可で方針だけ言おうとしてるのか。 

1:09:06 許可では何か何となく評価やったらこんな感じでしたって言いたいだけ

なのか。 

1:09:11 これどうなんでしょう、ご説明ください。 

1:10:16 北海道電力の高橋です。今入力津波とまだ確定していない段階で、いろ

いろ試解析をしている中では、自分たちである程度上限値、確認してま

すけれども、 

1:10:30 今後入力津波と決まればですね、許可として、一定程度の確度を持った

確定値という形で書きたいと思いますので、 

1:10:40 そういった意味では 

1:10:42 今回は辻みたいな形で記載を修正させていただきたいかなと。 

1:10:56 はい、規制庁おっしゃいますそしたら次に進みまして資料 1－2の戻っ

てですね、 

1:11:03 19 ページ開いてもらって、19 ページだと。 

1:11:08 逆流防止設備ってのがー、この一番右にあるじゃないすか、逆流防止設

備って、押し波のときは当然、そっから津波はもう行かないわけだか

ら、 
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1:11:20 何だろう、この 3号炉の浸水防止機能のところで上限値設定の、何かや

る意味って何か、これ記載だけかもしんですけど、そもそも助言つって

いらないんじゃないですかって。 

1:11:32 いるんですかね、これ。 

1:11:36 下限値はおっきい、わかりますけど。 

1:11:40 要は放水機能必要のためにフラップゲートの大きさである開口を決める

これは必要だと思うんですよ。でも、上限値って別にフラップゲート大

きかろうがちっちゃい頃が、 

1:11:52 もう本当記載だけですけどね。 

1:12:00 北海道電力の植原です。逆流防止設備側につきましては、今、 

1:12:07 コメントいただきました通り、下限値の設定のみになろうかと思います

のでこちらについては修正させていただきます。 

1:12:16 はい規制庁じゃちょっともう 1回資料ちょっと見ていただきたいのは、

今、流路縮小工というのはちょっと特殊な施設だから、それは女川と合

わせて要は女川のまとめ資料 

1:12:26 要は、今トレースしたとは理解しますけど、逆流防止設備はちょっとや

っぱ当然違うんで、それなりにちょっと内容はもう 1回精査していただ

きたいと思います。 

1:12:34 はい。とりあえず 21 ページまでの質疑は私の方は以上ですけど。 

1:12:41 規制庁宮ですちょっとほんで 99 本でってしまう繰り返しになりますけ

ど。 

1:12:46 3 ページのね、 

1:12:49 金①がないから余計なんだけど、3ページで、 

1:12:55 説明することの後に、 

1:12:57 女川 2号の場合こういった形で、合わせて廃止措置の審査でも併せて確

認してるっていう言葉があると思うんですよね。 

1:13:04 これに対する別に説明を求めるつもりはないんだけど、 

1:13:09 せっかくこれを書いてるって意図をよく理解して欲しいんだけど、じゃ

あ泊はどうするんですかって言ったら、先ほど言ったように、 

1:13:16 泊の 12 号の設置変更許可の際に、何々を説明するっていうのをしっか

り書いていただかないと、 

1:13:24 これ何のためにこの指摘事項を書いてるかっていうのを認識してもらい

たいんですよね。 

1:13:29 いいですかねそこは。 

1:13:37 ハード電力の植原です。 
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1:13:39 ご指摘承知いたしました今、当方の認識としては今、この場 1号の廃止

措置段階の審査実績で、2号労をの新規制の審査に加えて、 

1:13:57 修正評価、素直な評価といったところが、技術的な内容を審査されてい

るところを確認しており、そちらについて泊 3号炉の審査の中でもご説

明すると。 

1:14:07 Ｈｅａｄ解釈で考えてございましたが、泊 12 号炉の設置変更許可の段

階で、どういった内容をご説明するかといったところも含めて、 

1:14:20 資料をの方に追加したいと思います。はい。多分ちょっと丸一とダブっ

てしまうかもしれないですけどそこはちょっと丁寧に書いていただきた

いんですけど、それとあとすいません、殊、 

1:14:52 3 号の主、審査でここまで説明します。12 号の審査で何を説明します

か、そこを整理してください。そういうことです。 

1:15:13 あと、ちょっと 14 ページいきましてこれちょっと細かい話なので、私

の方から確認、 

1:15:20 ここの、必要な 12 号西へ悪影響がないために必要な取水っていうのは

1900 立米ということで、 

1:15:27 これぐらいの必要性がありますよってこう書かれているんですけど、こ

れに必要なパイパイっていう要は、直径っていうのは幾つっていうの

は、多分後 0.743 とか数字あったんだけど、 

1:15:38 そことの繋がりってどうせ整理されてるもってこいついてましたっけ。 

1:16:13 そう。ちょっと私が知りたいのは、 

1:16:16 1900 立米ですと、 

1:16:19 なので、 

1:16:20 必要な運営、 

1:16:23 流量縮小工の形は幾つなんですか。 

1:16:27 幾つに、例えば 0.70 点、例えば 62 だったとして、 

1:16:33 余裕を見て 0.743 に設定しているのか。 

1:16:37 それとも 1900 立米をを踏まえると、ぴったり 0.743 です。余裕は一切

ありませんと。 

1:16:46 そうすると、じゃあ女川と比べたときに、余裕を一切持てない設計って

本当にいいんですかと。 

1:16:54 その辺がちょっとなくてですね、これは何に繋がるかというと、 

1:16:59 0.743、 

1:17:01 もう、 
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1:17:02 維持できなくなるような入力津波が出た場合は、この設計ってやめるん

ですか。 

1:17:10 要は逆流防止設備をつけれないので、 

1:17:13 そうすると最低限必要なのが 0.743πなんだけど、 

1:17:18 ええと、 

1:17:20 入力津波の影響によって、もっと抑えなきゃいけないんだけど、 

1:17:25 だけども、0.743 が最低ラインなので、 

1:17:28 それが、 

1:17:30 駄目になる可能性があるのかないのかっていうのがちょっとわからない

なと。 

1:17:35 なのでこの 0.743 と 1900 立米の関係をちょっと教えてもらいます。 

1:17:43 大道電力の植原です。この数、1900 立米に対して必要な口径というのが

今、 

1:17:53 今口径としては 

1:17:56 Ф0.74、 

1:17:59 通算してございますけれども、そこがぎりぎりといったわけではなく、

開口経営に対しても当然、これまでの 

1:18:14 パラスタト実施した上で、 

1:18:17 検討しているという状況になります。で、今上限値下限値の話でござい

まして、そちらの値というのをお示しできている状況ではないんですけ

れども、 

1:18:29 こちらに対して、余裕としては持っているといった状況になってござい

ます。 

1:18:37 相田電力の上田です。ですね最小開口系の話なんですけども、まとめ資

料の 

1:18:47 五条．別添 1添付 31の 20 ページ。 

1:18:53 をご覧いただきたいんですけども、 

1:18:56 そちらでですね設計確認値の下限値ということで、最小口径に関して、

設定値を、海水ポンプの最低取水可能水位、 

1:19:08 最低値として、その海溝系を計算して、今、海溝系が 0.430 と、 

1:19:19 確認できておりますので、それに比べまして、今現状設定している

0.743 メーターっていうのが、余裕ありますよっていうことを、まとめ

資料の方では記載させていただいております。 

1:19:34 規制庁ちゃうこれ私非常にちょっと記載ぶりが非常に何かあんまりよく

ないと思って 
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1:19:41 主語がすか現地についてって書いてあったら下限値は幾らですって書く

のが当然ですよね。私、だからこの 0.43 として評価してみたら、 

1:19:52 仮定ですよ。この結果になった。だから、 

1:19:55 下限値は 0.43 にするっていうことやったら、私はすっと来ますけど、 

1:20:00 一切書いてないですよね。 

1:20:02 うん。私が言いたいのは嘘ですけどいいですか。 

1:20:08 北海道電力の植田です。記載の書き方で誤解を生むような記載になって

おりましたので、下限値としてトス計算した結果、開口部が 0.430 であ

るというところがわかるように記載を修正したいと思います。 

1:20:28 0.430 が下限値で、 

1:20:31 0.743 はどうやって出したんですか。 

1:20:43 北海道電力の植田です。今現状設定してます、0.743 メーターに関しま

しては、津波の試解析の結果と、あと、甲斐四郎も踏まえてですね取水

ピットスクリーン室の、 

1:20:57 上端開口部に、 

1:21:01 津波が行かないような形として、暫定的に設定している形になってござ

います。 

1:21:10 藤宮本ですこっちの資料 1－1の 

1:21:15 11 ページなのは、 

1:21:19 11 ページ、12 ページの見やすいのかな。 

1:21:24 12 ページで、今、 

1:21:28 言われている、まず、 

1:21:30 目標としている。 

1:21:33 バウンダリーというか、ＴＰＰの、 

1:21:36 津波で津波時のＴＰ－1ってのはどこなんでしたっけ。 

1:21:56 どこまで言ってんですけど 

1:21:59 だから、入力は決まってないからわかってるけど、要は、 

1:22:04 ベルマウスの下に、 

1:22:14 北海道電力の植原です津波上昇時に対する津波防護ラインとしては敷地

高さのＴＰ10 メートルと考えてございます。 

1:23:29 規制庁じゃちょっと横入って申し訳ないすけど私このまとめ資料を見る

ときは、今の現在の審査の状況をここで見るのではなく、最終的な指

針、何だっけ基準津波も決まって入力作業決まって、 
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1:23:44 じゃあ、まとめ資料どう書くんですかっていう文章を私はここでいつも

見ようとしてるんですね。だから、上限値はこういうふうに設定しま

す。 

1:23:53 で、じゃあこの仮にけ、0.743 で計算しましたという結果、今多分現時

点での説明ではいいかもしれないけど、多分最終的な基準適合の判断の

際には、蛇足ですよね。 

1:24:04 別にこれ何か判断するわけじゃないかな。その辺がちょっと今、要は、

今の現時点の間、状況と、要は、 

1:24:12 ほぼ最終的にやることのちょっと区別がすごいつきづらいので、そこは

まずまとめ資料として明確にしてください。上限値はこういうふうに設

定する。 

1:24:22 じゃあ、0．七三は多分なお書きぐらいですよね。イメージは。 

1:24:28 当然うん。何となくですけど、言ってる意味わかりますよね。はい。 

1:24:41 北海道電力の植原です。まとめ資料の記載については、最終的な仕上げ

入力津波高さとかも決まった。 

1:24:51 最終的な仕上がりを想定した記載にするといったところと、あと、今、

推定もちょっと記載しているところはございますが、ここについては変

わり得る。 

1:25:02 ものですので、そういったところはちょっと今だと、わからない状況に

なっているのかなと思いますので、今後、修正等を行いたいと思いま

す。 

1:26:13 田宮ですけどその辺が書かれてないと。 

1:26:17 この 14 ページはちょっと 

1:26:20 意味がないというか、その辺はしっかり書いて、14 ページか別としても

このパワーポイントに最低限必要な機能とは、その 101900 立米で、 

1:26:31 形としては 0.43、 

1:26:34 上限については、先ほど藤原言ったように、ＴＰＰ10 名ていかないよう

なところで、決めると。 

1:26:42 断定としては暫定値としては練馬 2.743 なのかな。 

1:26:46 でやりますと、 

1:26:48 これは 

1:26:50 正直を言うと今、今の段階でいうと宇和見通しがあるということでいや

要は私は 430 より小さくなることはないってことでいいですよね。 

1:27:00 し小さくしなきゃいけなくならないよねっていうだけなんですよ。津波

として、それはそれはもうあんまり今現状、 
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1:27:09 大丈夫なんですよねっていうわけなんだけどさっき言ったように、 

1:27:12 ここがロジックが崩壊しちゃうと、そもそもこの 

1:27:16 流路縮小工の議論はやる意味がないので、 

1:27:20 それを今事業者としてはもう見通しを持ってるってそういうことですよ

ね。 

1:27:28 北海道電力の植原ですご認識の通りです。現段階で、こちらとして見通

しはあると考えてございます。 

1:27:37 はい。 

1:27:38 あとですね、ホウスイ側がまたこれなくてですね。 

1:27:44 水側の、 

1:27:48 口銭要求される。 

1:27:51 経緯が確か 0.77、0． 

1:27:54 どっかに書いてあって、0． 

1:27:56 75 かなここで、 

1:27:59 違うか、0.75 じゃなかったんで集水面積 0.75 か何かしましょうね。 

1:28:06 こっちがですね 

1:28:10 資料 1－1の 13 ページだと。 

1:28:12 通水面積が、 

1:28:14 設置後 0.75 になってですねこれね。 

1:28:17 これを指してるかちょっと私わかんないんだけど、 

1:28:20 補機冷の、 

1:28:21 排水に必要な経費が 0.75 なんだと思うんですよね。 

1:28:25 で、これに対してさっき言ったように、 

1:28:28 入りが入るのと出るのが一緒だと 0.430 なのかちょっとよくわかんない

んだけど、 

1:28:35 ここの 7号の考え方も、 

1:28:39 どうなってるんですかっていうと、 

1:28:49 お待ちください。 

1:29:55 北海道電力の植原です。添付資料 32 の参考 1をご覧ください。 

1:30:03 ページ 20。 

1:30:06 23 ページですか。 

1:30:30 よろしいですか。 

1:30:33 添付資料 32 の参考 1で、逆流防止設備、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:30:38 逆流防止設備設置に伴い上昇する水位ということで評価してございま

す。図 1に示す通り、今 1メートル掛け 1メートルへの開口を設けてお

りますけれども、 

1:30:51 通水や 

1:30:53 それ面積について確認したところ、7割 5分、0.75 メートルあたりとな

っておりまして、十分余裕があるといった状況になってございます。 

1:31:07 また取水と比較しても、大きい外構を確保してございますので、通水量

としては 

1:31:16 問題ないかなと判断しているところでございます。 

1:32:51 はい電力の植原です。今 

1:32:55 逆流防止設備の下限Ｇ側になりますけれども、 

1:33:02 まず考え方としては、これ資料、 

1:33:07 もう 1の、 

1:33:09 2、資料 1－1の、13 ページになります。 

1:33:14 パワポ資料ですね。 

1:33:15 こちらで、原子炉補機冷却海水放水量の下端レベル、 

1:33:22 が敷地となります。 

1:33:26 逆流防止設備の介護度を小さくしていくと放水ピット側の水位上昇しま

して、この下端レベルまでくると、の影響が出てくると。 

1:33:36 いうところですけれども、それに対しては今十分余裕があるという状況

です。ただ現状どこまで開口を小さくすると、ここまで達するか。 

1:33:47 みたいなところの定量的な値というのはお示しできてございませんの

で、今後ちょっとそちらについても考えたいと。 

1:33:56 ます。 

1:35:14 そこが示されてないと、公認エネ引き継ぎとかもできないんですよ。 

1:35:20 根拠もなく、 

1:35:23 後任に持っていったところで、要は金設計根拠書、何で説明しようとし

てるかもわからない状態のものを、 

1:35:34 高い数字じゃなくて考え方をしっかり進めてもらわなきゃいけないかな

と思いますのでよろしくお願いします。 

1:35:43 井戸電力の植原です。承知いたしました。後任への引き継ぎも想定し

て、 

1:35:52 考え方について明確になるように、整理いたします。 

1:35:57 三輪ですけど、ちなみにですけど、 

1:36:00 これ、 
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1:36:03 女川と比較したときに翁長書いてありましたよね。 

1:36:07 まとめ資料とかに、この辺は全部、 

1:36:10 数値の形とかね。 

1:36:12 必要な形から上限掛け全部書いてありましたよね。 

1:36:17 なんでそれが書けてないのかなって、比較して確認するようにっていう

話で指摘事項をやっていてある程度前半はされてたんだけど、 

1:36:27 肝心なそういう細かいところが、 

1:36:30 確認されてないのかな。 

1:36:32 やっぱ確認しててもここに反映されてないのかなっていう気がするの

で、 

1:36:36 その辺はよく確認してください。いいですかね。 

1:36:45 北海道電力の植原です。 

1:36:49 先行の女川サイトの審査実績確認、当然しているところでございますけ

れども、足りてないところもあったのかなと。またによる津波と決まっ

てないところ、あと設計進捗といったところも、 

1:37:03 ございますが、今後、そういったところをしっかり整理していきたいと

思います。 

1:37:13 はい。じゃあ、％資料 1－2 のパワポの 21 位までの間で何かほか、ござ

いますか。 

1:37:26 規制庁の天野です。 

1:37:29 ①②が、ちょっと今日ないので、③以降は、ちょっと少し確認がありま

したけど、改めて確認を整理していただくと。 

1:37:39 いうことでちょっと 1点だけ。 

1:37:42 殊、資料 1－2の 

1:37:47 14 ページのこの 1900 のこの前提となるちょっと 12 号の状態をちょっと

確認したいんですけど。 

1:37:56 これは、 

1:37:59 例えば資料 1－1の方の、 

1:38:02 10 ページに、 

1:38:06 この 

1:38:08 一つ目の丸ですか、プラント停止状態において、 

1:38:14 使用済み燃料ピットの冷却機能の維持等が必要であるっていうのがあっ

て、 

1:38:20 外部電源喪失時にわっと書いてあってこの表にですね。 

1:38:23 この闘病とで頭がついてるんですけど、 
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1:38:27 この辺りあれですかね、確か女川、 

1:38:33 資料 1－2の 5ページにもナンバー5で比較してるんですけどちょっと 

1:38:40 莵道っていうのが何を指してるのかとか、通常時っていうのは、どうい

う状態なのかっていうのを説明していただけますか。 

1:39:18 少々お待ちください。 

1:39:35 北海道電力の植原です。 

1:39:38 あと資料 1－1の 10 ページの 

1:39:43 原子炉補機冷却海水ポンプの用途に記載している等につきましては、空

調の冷却機能の冷却を意図して記載しているものでございます。 

1:39:59 規制庁の天田です。 

1:40:02 今、 

1:40:03 ちょっと下書き下しをしていただいて、空調冷却器って話ありましたけ

ど 

1:40:09 衛藤。 

1:40:10 それ以外ないんであれば書き下してくださいというのと、 

1:40:14 あとこれあれですか、原子炉補機冷却海水ポンプ、 

1:40:19 だけですけど、 

1:40:21 それ以外はないんですか通常時っていう、例えば 

1:40:28 資料 1－2の方の、 

1:40:32 4 ページの 

1:40:37 工事計画認可のところの、 

1:40:41 二つ目のチェックですか、その 2行目に通常時及び外部電源喪失時にお

けるとありますけどこの 

1:40:47 通常時って言ってるのは、 

1:40:49 どういう状態なんでしょうか。 

1:41:03 北海道電力の上原です。4ページ、工事計画認可のところに記載してい

る通常時と外部電源喪失時の通常時ですけれども、こちらについては、 

1:41:16 プラント停止状態前提ですけれども、外部電源喪失時以外を意図してご

ざいます。 

1:41:26 あ、すみません規制庁の天田ですけど、ちょっとが、外部電源喪失時以

外っていうプラント状態が全然わからなくてですね。 

1:41:37 なので、ちょっとここは 

1:41:41 前提となる機能。 

1:41:45 が何でで、最終的にその家、家を決めるにあたっての前提として、どう

いうプラント状態で何が、 
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1:41:53 認められて、その結果流量が何でっていうところは、ちょっともう網羅

的にわかるようにしていただきたいっていうのが趣旨になりますけれど

も、 

1:42:02 いかがでしょうか。 

1:42:09 北海道電力の高橋ですけれども、今回選考を翁長さんに合わせたような

形で整理、それから島根さんとかも似たような記載をしてるんで、 

1:42:21 それに合わせて書いてますけれども、女川さんの場合は通常時と外電喪

失時でちょっと濃度が量が違ったんですけれども、島根さんとか、うち

につきましては、 

1:42:33 外電が喪失した時も通常運転時も全く同じ流量、 

1:42:40 となってます。さらに、海水ポンプが供給するものっていうのは、原子

炉補機 

1:42:48 原子炉補機冷却水系等を、に海水供給するのと、非常用ディーゼル発電

機と空調用冷凍機、この三つに海水供給、 

1:43:00 してます。そのうち、原子炉補機冷却水は停止中前提なので、ＳＦＰだ

け。 

1:43:07 ていうことをここで記載をしてございますので、どの運転モードをであ

っても、 

1:43:14 12 号機が停止前提ということであれば、この 1900 っていうのは変わら

ないという、そういう御説明。 

1:43:23 になってます。 

1:43:26 規制庁の浜です。ちょっと整理して示していただければいいんですけ

ど、例えば資料 1－2の、 

1:43:33 5 ページの、さっき言った№5なんですけど、 

1:43:37 また、多分まず、廃止措置プラントと、 

1:43:43 12 号申請中プラントではちょっと、 

1:43:46 違うのかなと思うんですけど、女川 1号炉だと、補機冷補機海水系に加

えてＲＨＲとか、非常用補機海水冷却解析とかっていうのは、 

1:43:59 ありますねと、この値がこの辺の値がいいとかですね。 

1:44:04 ええ。 

1:44:32 はい。 

1:44:34 網羅的にちょっと整理をして示していただければという趣旨です。 

1:44:55 井戸電力の植原です。5ページのナンバー5の泊 12 号炉と女川 1号炉の

値がいいですけれども、 
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1:45:05 こちらは名護ですとページ、はい。外電喪失時に起動をする解析が違う

といった意味で、 

1:45:16 泊の場合にはどちらの状態においても、ＳＲＰだけということで、そう

いった違いかなと考えてございますが、その辺りを整理するといったコ

メントと理解いたしました。 

1:45:34 はい。規制庁の天田ですよろしくお願いします。以上です。 

1:45:41 21 ページの間まででよろしければ、次、22 ページから、 

1:45:46 ちょっと 29 ページまで中間区切りますか。はい、じゃあちょっと私の

方から、 

1:45:52 もう言っちゃいますか。はい、わかりましたじゃいきます。 

1:45:55 22 ページで 

1:46:00 関連し、すそそうですね。 

1:46:11 とした 22ページのですね指摘事項のがちょっとここで書いてあるんで

すけどちょっと私がまず、ちょっと廃棄の指摘事項に対する回答という

のは、 

1:46:22 ちゃんと見て返していただきたいというのがありますで、この指摘事項

の内容については主語はフラップゲートについてってなってますよね。 

1:46:33 主語について、 

1:46:34 このゲートにじゃあ貝が付着したらどうなるんですかとか、 

1:46:38 今いろいろやって、 

1:46:40 フラップゲートが津波時に、確実に動作することでここで言ってるの

は、例えばフラップゲートのパカパカ開くゲートの水密のところのとこ

ろに、 

1:46:51 通常あるて放水だから開いてるわけですねそこに貝が付着して、仮に津

波が押し寄せてきたときに、その会が当然均等に、 

1:47:01 普通に付着してるわけじゃなくてまばらに付着したとか隙間があってそ

こから水が、 

1:47:06 戸谷内川に入ってこないですか。 

1:47:08 ていうことも一応含まれてます。今回の回答というのは、今実際にそう

いうふうな値になってなくてですね、これは、 

1:47:18 何が言いたいのかっていうと多分牟田でした。次、事業者がですね、 

1:47:24 事業所がこの非該当の一つ目の矢羽根かな。 

1:47:27 付着による影響は何か実践値に比べて、甲斐工場 1掛け 1だから影響が

ないこれ多分ホウスイの観点かな。 

1:47:37 うん。さっきの津波の話はどうなんですかっていうのがな。ないし、 
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1:47:43 どうなんでしょうねこの辺て、どうでしょう。今私が出し、どもが出し

た指摘の回答というのは、今まず回答されてないというところが理解い

ただけますかね。 

1:48:22 北海道電力の高橋です。 

1:48:24 今回フラップゲート等について、会議の付着の影響というところで、ま

ずは 23 ページでございますけれども、実際 

1:48:38 この 10 年、海水ポンプだけ運転した状態の、放水炉ですけれどもガイ

ドがついていないっていうのも、確認できましたんで、 

1:48:50 解が付着した状態でっていうことはまずは、可能性はないでしょうと、

さらに点検等を実施してございますので、そういった中で、 

1:49:04 清掃を等を実施してます。そういう定期的に抜粋してそういった点検も

してるっていうことをもって、最後黒丸の二つ目ですけれども、 

1:49:17 本まとめになってございますけれども、最後に津波時においても、逆流

防止設備は健全な状態が維持されているというふうに、整理をさせてい

ただいたという、 

1:49:31 ことなんですけれども、規制庁事業者のロジックとしては、まずそもそ

も論として、23ページのこの図を見たら、海岸って付着するはずがな

い。 

1:49:44 だから、 

1:49:47 大丈夫ですしかも点検しますっておっしゃられてるっていうそういう説

明ですか。 

1:49:52 んとなると、皆さんちょっと 23 ページなんか、開会がついてる気がす

るけどこれこれは何ですかね。 

1:50:00 23 ページのこの、 

1:50:01 水路のところに、 

1:50:03 はい。北海道電力の高橋ですけれども、12 号キーが運転してる時の循環

水ポンプが運転してるときの水位っていうところが、 

1:50:14 ちょうどこの 

1:50:17 江川 

1:50:20 ところで線を入れてます、矢印様。 

1:50:25 循環水ポンプ運転時水っていうところで書いてますけれども、 

1:50:30 実際これ循環水ポンプを停止してるともうかなり低い位置になってます

んで、ちょっと甲斐のように、ブツブツこうありますけれども、 

1:50:41 これは循環水ポンプが運転していた時についてたも違いになってるよう

なものでございます。 
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1:50:49 実際今回点検してみると、まずほぼ下の方なんですけれども、 

1:50:54 回答をが多数いるっていうような、ホウスイ側は状況ではないというこ

とを確認してると。 

1:51:05 ちょっとこの写真の説明が、 

1:51:08 なかったかもしれませんけど。はい。規制庁藤原です。はい。写真の説

明が足りないですね。 

1:51:14 ちょっと本来の循環水ポンプ運転時水って矢印あるけどそっから上も何

か、海外栄養士外とは言え何らか付着してるんだったら、要は高さって

どれくらいなんですかとか、 

1:51:26 実態がどうあって今回のフラップゲートの開口の方は、これよりも高く

しますだとか、いうのがあるのかそれとも、そもそも循環水ポンプぷー

の水流は、 

1:51:38 激しいからこんなところまで行っている一方で補機冷だったら、そんな

ー水は見られないとか、言いたいのかっていうのも何かよくわからずマ

ースそういう説明できるかどうかもわかんないんすけど。 

1:51:48 ただ少なくともそこら辺って何か全然、 

1:51:51 いや、この写真だけ見て変えつきませんって言われてもちょっと私、非

常にちょっとわからないんですね。 

1:51:57 いいっていうことわかりますかね。 

1:52:13 北海道電力の村島でございます今ご指摘いただいた件承知いたしまし

た。まず 23 ページの写真で何を言いたいのかですね、循環水ポンプが

起動している。 

1:52:25 最中での水位っていうのは今矢印一本ぐらいしか示してないですけど

も、お話ありました通り、上の方ってちょっと暴れ勝手になってると思

ってますので、 

1:52:37 起振全体として準上に位置してるところが循環水の運転時の推移。 

1:52:45 今回、フラップゲートを設置する時に状態を維持するのは現状の写真の

通りの起振、これが基本維持されると思っていまして、 

1:52:55 この起振の中ではですね、会議なんて付着はほとんどないですと、なの

で現行において貝が育つ環境にはないですよっていうことをまず、ご説

明させていただこうかなと。 

1:53:07 思います。 

1:53:08 その状態で、流路縮小工の方にもありましたけども、あの形を閉じるこ

とによって当然流速も上がってきますので、フラップゲート本体に関し

ても、流速が上昇するので、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:53:21 貝の付着はより一層ないでしょうということの、ご説明が必要かなと思

いましたのでここは 

1:53:27 追加させていただきたいと思います。以上です。 

1:53:31 はい。衛藤規制庁です。ちょっとロジックがちょっときちっと整理して

くださいね。そもそもフラップゲートが機能喪失するような状況ってい

うのは、 

1:53:42 こういう状況ですよ例えば、鋼板があってそこにゲートを設置した時

に、水密部がここにあってこの水密部が、甲斐が付着したら、ちょっと

水密性、そこまで必要なのかどうかおいといて一応、 

1:53:55 住み着いやあるっていうんだったらそこに、そこの高さがまずあるわけ

ですよねその高さに対してじゅ、通常の水位が 23 ページの中で、こう

いうふうな水位に対して、海溝型はここだから大丈夫です。 

1:54:11 とかですね、今、側面にこの写真上ちょっと会がたくさん見えてるよう

なものについては、これは従前の会だから、今後、仮に 12号の 

1:54:21 逆流防止設備を 10 年ぐらい仮に置いたとしても、要は、特に海岸で付

着するはずありませんよねとか、そういうことをきちっと説明できるよ

うなちょっとロジックをちょっと、ちょっとごめんなさい。 

1:54:32 22 ページだけだと全然ちょっとごめんなさい、私、さっぱり理解できな

かったので、その辺はちょっとロジックをお願いできますか。 

1:54:43 北海道電力村島です。ご指摘承知いたしました。説明ロジック明確にし

てですね、設置以降に対して、甲斐が育たない付着しない、この状態が

維持されると。 

1:54:55 いうのが端的にわかるように、説明を補強したいと思います。以上で

す。 

1:55:01 はい。藤です。 

1:55:03 22 ページのちょっと引き継ぎの話ですけど、この会付着後 10 センチっ

ていうのを、 

1:55:09 に比べて十分大きいと。うんそうですかっていうとこですけどちょっと

ごめんなさい。ちょっと細かい話で、この 10 センチでなんかいきなり

唐突に出てくるんですけどこれって、 

1:55:19 いやまとめ資料なんかあんまり見て、 

1:55:23 何年間放置したらこんだけの値になるのかとか、そういうのがあんまり

よくわかんなくて、別これ今、細かい話ですけど、こうやって、 

1:55:31 どうなんでしょうね。 

1:55:32 どれくらいぐらい。 
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1:55:34 の期間で 10 センチになったんですか。 

1:55:48 本当に少々お待ちください。 

1:55:53 規制庁じゃすま次回でも結構ですまとめ資料なりで、何かこういうよう

な条件ですとか、 

1:56:00 いうのがちょっと今説明いただければと思いますよろしいですか。 

1:56:08 北海道電力の高橋です。まとめ資料の方に記載したいと思いますけれど

も、 

1:56:13 これ、実際に甲斐が成長するとかそういうことではない。 

2:00:20 はい、規制庁じゃ続けていきますけど、25 ページをちょっと開いてくだ

さい。 

2:00:27 25 ページのところの指摘事項をちゃんと回答してますかっていうことに

関すると言い、確認ですけども、 

2:00:37 指摘事項の中でラントだって三行ほどあって、最後の方とですかね、こ

の機能喪失要因を網羅し説明することっていうふうに、一応ちょっと網

羅っていう言葉をつけています。 

2:00:48 で機能喪失への確かに 25 だとか、その次の 20、どっかのページなんか

書いてあったんですけど、 

2:00:57 いや、こういう状況があるっていうのはもう、なんかポツポツと書いて

あるんすけどそもそも本当に網羅できてるんですかっていうところがち

ょっとよくわからなかったんです。あんまり多分ないかもしれないすけ

ど一応、 

2:01:07 今フラップゲート、これなんだ、流路縮小後とかフラップゲートの特徴

とかを踏まえてこういうのが要は機能喪失要因ですとか、そういうのが

あった上でそれらについてこれこれこれみたいなそういうのがあると。 

2:01:20 よりいいのかなと思います例えば逆流防止設備だと、要は何かかみ込ん

だときに、 

2:01:25 津波時に機能喪失するだとかいう、まず全体のまず、 

2:01:31 ちゃんと事業者として網羅しました、網羅した状況について以下こうい

うふうにします。 

2:01:36 じゃないとちょっと、この咳き込ん対する回答にはならないのかなと。 

2:01:41 伝わりますかね。 

2:02:02 北海道電力の植原です。25 ページの復籍事項の最後に記載してる機能喪

失要因を網羅していったところに対して、事業者として、網羅的に確認

したことが 
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2:02:15 わかるような考え方について記載したいと思います。それにあたって

は、流路縮小工、逆流防止設備の特徴も踏まえて、考えた内容について

整理したいと思います。 

2:02:36 規制庁の江崎です。 

2:02:38 一つは 25ページて、 

2:02:41 一つ 

2:02:43 問いかけの中で漂流物っていう話があって、いわゆる、 

2:02:48 ある程度寸法のものしか入って来きませんよっていう、放水側側でしょ

うけどね。 

2:02:54 いう話。 

2:02:55 それから取水口かという話になっていますんで放水港側の方も含めて、 

2:03:02 大量の小さな漂流物が、 

2:03:07 シュクショクとかそうしたものを前に堆積した場合、 

2:03:13 どういう対処をしますかっていう話を考えていただきたいなと思ってい

てそれは、藤西田って、他のところでもやってることでいわゆる 

2:03:23 それは、 

2:03:24 漂流物、大体通常ござい津波漂流物って、 

2:03:30 基本的に津波時だけに導入してくるわけじゃなくて、取水口側としたと

したならばそれが基本的には長期間たって、 

2:03:39 くるっていう流れついてくるっていうことが、 

2:03:42 あるわけで、小中中野氏を見てみてもかなり、 

2:03:46 細かいね、木材やいろんな種から今回含めていろんなものが大量に集ま

ってくる。 

2:03:52 ていう。 

2:03:53 経緯があります。実績があります。そういう実績という事例がですね、

そういったときにはどうしてますかっていうと基本的にはそれに対し

て、 

2:04:03 撤去するという、 

2:04:05 監視して撤去するって話もあるわけで、 

2:04:08 それをどこで監視すれば、監視して撤去すればいいのかということを考

え、した上でですね。 

2:04:17 泊としての方針は、ある程度説明していただきたいなと思いますがいか

がですか。 

2:04:35 北海道電力の植田です。取水と放水で場合は違うかなと思っていて、取

水の方に関しましては、 
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2:04:46 小さな漂流物等がばかりに、 

2:04:49 かつ、 

2:04:51 いる間に、 

2:04:52 て、ある程度閉塞ぎみになった場合には、異常の検知の方でもご説明さ

せていただいたんですけども、 

2:05:00 取水ピットスクリーン室側の水位がですね、低下する傾向になると思い

ますので、その傾向が確認できた段階で、 

2:05:10 中央制御室に多くって、 

2:05:14 取水管路の流路縮小工の漂流物が詰まっているところを、点検してすぐ

に復帰するといったような対応を現状のところ株、 

2:05:26 考えてございます。ホウスイの方に関しましては、 

2:05:30 小さな漂流物が来るタイミングというのが通常時に関しては放水側放流

する方になりますんで、逆流して上ってくるということは考えにくいと

考えておりますので、 

2:05:43 基本は津波時ということで津波時の方の評価で、パイプスクリーン等を

設置するというところで記載しているところでございます。 

2:05:54 その辺もですねちょっと丁寧に説明いただきたいと思います。 

2:05:58 それ置いといてそれ、 

2:06:01 この 35 ページっていう話があって、 

2:06:06 いろいろ話はその前のページからあったんですが、 

2:06:09 二つ目のポツなんかでも 

2:06:12 一つ目のポツでも、要は海中に含まれる砂で閉塞することはないって言

ってるし、二つ目のポツの結論も、 

2:06:20 砂堆積による影響はないって限定してるんですがそれはなぜですかっ

て、具体的なエビデンスを示して説明してくださいっていうことなんで

すよね。当然ここって。 

2:06:30 基準津波が決まらないと、 

2:06:34 出てこないわけだけど、 

2:06:36 だから、影響はないように設計するんでしょうけど、影響はないってい

うのは言えないんじゃないですか。兵庫県って前提であったが、ただ、

審査会合で、この話、 

2:06:46 が出てくれば、我々は、ここに関しては、 

2:06:49 は、 

2:06:50 判断すべき根拠は、エビデンスが示されていないので判断できません

と。 
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2:06:55 ということなりますけど、 

2:06:57 そういうことも踏まえてどう考えるのかってことも踏まえていっていた

だかないといけなくて、あとそう。 

2:07:04 中で、二つ目のポツでさらにというところの文章も、 

2:07:08 基本的には、 

2:07:11 なんで下流入量を減少するからその下も減少するのかっていうそれは、

あのね、普通の流速が速くなればそれだけ、 

2:07:19 周りに溜まってたものが、基本的には、 

2:07:22 生活して中に運ばれる可能性もあるから、必ずしもそうは言い切れるか

どうかわからないですよねってこれも聞く。 

2:07:30 根本的に具体的なものがない限り、 

2:07:32 じゃあ何をもってそのね小さくなるんだっていう理屈になっているのか

ってのはわからないですよね。だからこれって、基本的には、 

2:07:40 そう、 

2:07:41 実際に実態として、 

2:07:46 通常時と津波と踏まえた、 

2:07:49 上で考えたときに、 

2:07:51 その表さとか、通常の状態。 

2:07:55 これ考えて、 

2:07:56 その実態だと思うんですけど、どういった側のつき方になっていて流れ

てきて、 

2:08:02 実態実績としてなっているのか、それとあと、 

2:08:05 多分皮膚調査解析、基準津波に対して、 

2:08:09 の結果がどういうふうにね、ここに影響を及ぼすっていうか、から判断

できるのかっていった基本的なそういう具体的なエビデンスが、 

2:08:18 必要だと思っていて、それがない限りは判断できない。 

2:08:22 ということになりますけど、この辺どう考えていますか。全体的なそう

なんだよね。 

2:08:28 影響はないとい言いつつ何らしか、 

2:08:31 施工的な、人工的なものを建設して対する対処今後しようとしていると

いうことを設計方針とするので、 

2:08:38 影響はないとしているのか、こういったような薄通常今あるもので考え

た上で、影響ないというものに関しては具体的な中で、エビデンス示す

必要があると思うんですよね。 

2:08:54 エビデンスを示すね、 
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2:09:01 ことは可能なのかっていう話。 

2:09:09 そうです。基準津波が決まった。この砂の解析結果については、結果が

出た後でどうなるのかなと思います。 

2:09:19 一方でちょっとパート資料では、記載不足しておりましてまとめ資料の

方には、もう少しだけ定性的ですけれども、このシナリオを記載してご

ざいます。添付資料 31の 

2:09:33 8 ページに、 

2:09:35 辺りになりますけれども、 

2:09:47 ｃ以降の海水中に含まれる、砂による取水性の影響といったところで、

パープル上ですと海水の流れにより良いという記載のみですけれども、 

2:10:00 まとめ資料の方では流路縮小工の開口部については、取水炉の底面より

もまず高い位置にありますと。 

2:10:08 ですので、また海水の流速も早く 

2:10:13 早いことから堆積する、しないため、スマホ閉塞がないといった記載と

してございます。また、流路縮小工設置により、 

2:10:24 取水ピットポンプ室内の砂の流入というのは減少する方向になると考え

られますので、そういった観点での影響については、ないと、整理して

いる状況です。だけど 3号機の話だとわかるんだけど 12 号機の話です

よね。 

2:10:41 実際に繋がる、いわゆる 

2:10:44 砂の流量は減少するっていう話。 

2:10:47 どう説明すんですか。 

2:10:56 いろいろ考えられますよねだから例えば、一つは、 

2:11:01 原子炉を 1号機なんだけど、一度抜きの減少期の話は今回、 

2:11:07 審査対象とは思っていないんだけど、 

2:11:10 実際問題として行った時に実際の使い方として行ったときに、 

2:11:15 そこの中まで、 

2:11:16 が入っていかない。 

2:11:18 ていう前提。 

2:11:21 いわゆる流路縮小工を通過する砂の量は少ない。 

2:11:26 であるならば、それ以前に、どこかでと沈殿してしまう可能性がある。

そうすると、 

2:11:33 流力縮小工の 
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2:11:36 前面のところに砂が通常たまってる可能性があったとしたらば、それが

津波の流速によって、さらに、何ていうんだろう、線区として中に入っ

ていっちゃう可能性もある。 

2:11:47 いろんな想定事象としてそういうことはありませんよって、それが網羅

的な話なんだよ。 

2:11:54 皆さんが多いってのは、端的なことしか言ってないので、いろんな想定

はね。 

2:12:00 計算上表れないものも含めていったときに、 

2:12:04 1 個 1 個、 

2:12:05 今の実態や、実際の表酒井関谷とか、そういうのを踏まえていて、そう

いうことはない。例えば、 

2:12:12 周りに 

2:12:15 砂がたまってるとこあるけど、実態的には 

2:12:18 廃車ロボットとか使って掃除しないかもしれないし、したとしたとして

も、通常時、 

2:12:26 この程度しか取水、 

2:12:29 炉に圧砂がたまっていないとかさ、いろんな話がありますよね。その観

点から考えたときに、実態的にこの問題は、ルール縮小工自身の機能を

そ、そうさせない。 

2:12:44 そうするような事象はどういうことが考えるのかといったときに、本区

潰していって、そういったものはあるのかないのか。 

2:12:51 現実的に、 

2:12:54 わからないものに関しては解析するとか、 

2:12:57 実験していただくしかないですよね。 

2:13:00 だからそういったものがそう実験する必要があるのか、それ以前に、そ

ういったことが考えて現実的にそういうような砂がたまることがあるの

かから含めて、 

2:13:10 何の説明もしなくて影響がないって言われたって我々は判断できないで

すよ。 

2:13:15 言ってるようわかります。 

2:13:22 北海道電力の高橋です。今ご指摘いただいた通り少し短絡的な書き方に

なってるっていうことで網羅的になってないと。 

2:13:33 我々考えていたのは、12 号に関しては、循環水ポンプが停止状態ってい

うことで、そもそも絶対量として、流量が減りますので、 

2:13:48 その分砂の持ち込み量も減るっていうような認識。 
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2:13:51 で、考えてございましたけれども、 

2:13:54 そういったのは少しずつ堆積してっていうようなところは、 

2:14:04 そこに、 

2:14:10 その 12 号機の機能点検結果で砂の状況がどうだとかっていうところ

も、今回お示しできてないので、 

2:14:20 ちょっとそういったところも確認して、 

2:14:24 どう説明するかっていうところはちょっと、 

2:14:27 実はね、緑色でずつ通常開いてるから、流れてるんで、あまり心配はし

てないんだけど、 

2:14:34 むしろ心配すべき話はよく話あるのはこのフラップゲートが何で法する

場なんだよね。 

2:14:41 東海第 2なんかでもパブリックコメントでもいろんなご指摘をいただき

ましたけども、やはり僕熱田奥川排水どう、 

2:14:49 自身が外側にあるので、そこのフラップゲート自身が、あそこの砂浜で

すよね。そうすると、基本的に水、 

2:14:57 須永宗、奥林の中に入ろうとしてその屋外排水を、 

2:15:04 排水のピット、そこにフラップゲートがついてますってそこが、その全

部埋まっちゃうことはないんですかって話でそれによって、 

2:15:12 屋外排水が排水できなくなって、 

2:15:16 水浸し敷地が水浸しになりませんかといったような話は、想定されてま

すかっていうような質問ありましたまさにそういう必要は、 

2:15:24 あり得るわけで、ここで特に今言ったような話は、 

2:15:29 屋外排水ピットといったときに、 

2:15:33 東海第 2がどうなってるかっていうとその、 

2:15:36 基本的にピットが深いんですよ。ピットと、そう。 

2:15:40 底面から、 

2:15:41 2 メーターが 3メーターぐらいのところに、基本的にはフラップゲート

の方が来るので、さすがに見えた 3メーター 

2:15:50 堆積することはないだろうっていうのは、想定できるんですけど、ここ

では、どのぐらいの余裕を持たせればいいんですかって話出てくると、

なかなかその炉を 6、60 センチでいいっていうんであれば、 

2:16:03 それはそれなりに、基本的に堤の調査とかそういうのを回ってこないっ

ていう話を説明し、するし、 

2:16:10 必要がありますよね。 
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2:16:13 ただ、詰まっちゃう場合もあるし、開く開かなくなる場合もあるし、開

く。 

2:16:19 縛らなくなっちゃう場合。二通り考えなきゃいけなくて、 

2:16:24 それは漂流物と評さ様関係性でどういった事象があればそういう機能を

喪失に至るのかってことを考えていただいて、そうしたものが起こり得

るのか受けないのか。 

2:16:35 一つずつ潰していく必要があるんじゃないかと思いますが、いかがです

か。 

2:17:14 北海道電力の植原です。まとめ資料側で、少し、そういった配慮事項を

記載しておりますのでご説明させていただきたいと思います。添付資料

31 の 38 ページ、お願いいたします。 

2:17:34 こちらで、 

2:17:37 まず、機能喪失事象を踏まえた設計施工上の配慮をということで表 1の

方でまとめてございます。 

2:17:45 一番下の図が先ほどの話とちょっと、 

2:17:49 関係するかなと思いますが、数量内に入った海外物等が外構部の全面に

付着堆積するといったことがうまく考えられますが、こちらに対して

は、 

2:18:02 十分な裕度を有する高さに開口部を設けること。 

2:18:05 また定期的な点検で、こういったものについては除去するといったこと

で考えてございます。これ以外の事象につきましてもこういった形で、

まとめ資料の方では整理させていただいてございます。 

2:18:21 規制庁の江崎です。これ流れるから、ここたまりにくいのはわからない

こともないけど、その大量に来たらそんなことじゃない。ないはずなん

で、通常から、まず考えた時にどのぐらいの数の量があってっていう

話、それはわかってますよね。 

2:18:36 運用してんだから、そういったところが考えて最大限に考えても、この

程度であって、そうした場合にはなる長さで 

2:18:44 流速があればなん流れるストークス放送で考え流れちゃうわけなんで、

そういった話があってっていう話だと思うんだよね。 

2:18:54 これだと、こうだったらいいよなということしか書いてないので、やっ

ぱりそれはやっぱり現実的に、 

2:19:01 こんなことは絶対ありえないんで、ここを考えたとしてもだ、問題ない

んだという説明がないと多分説明した上、うちはいらないんだと思いま

す。 
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2:19:11 北海道電力の植原です。今の資料ではじった今の泊の実態がどうなって

いるか、そういったところについての記載が不足しているのかなと。 

2:19:23 思いましたので、そういったところも記載充実させた上で、今後ご説明

させていただきます。 

2:19:32 今流路縮小工麻生だけどフラップゲート側の話の方が、いろいろあるん

じゃないかと思います。 

2:19:42 いやあるかどうかは別として、それは何かね、今説明できるんでは説明

しました。 

2:19:56 逆流防止設備に関しましても添付資料 32の 31 ページ 32 ページあたり

で、 

2:20:04 流路縮小工と、同じような形で整理はしてございます。 

2:20:26 基本的には放水側だから、逆に言うと、またよこれ。 

2:20:32 広井 

2:20:33 内川の話だよね。 

2:20:35 外側、 

2:20:43 代表佐田から、 

2:20:44 基本的にはそう放水側だから、入りにくいっていうのはあるのかもしれ

ないけど、 

2:20:49 それなりにその計算、 

2:20:51 調査としてどの程度考えるのかっていうのは考えた方がいいんじゃない

すか。少なくともその放水、うん。 

2:20:59 うん。通常時とあと、いわゆる、 

2:21:02 その津波時、 

2:21:04 って考えたときに、 

2:21:06 じゃあ津波のときに、じゃあどのぐらいかってそんなたくさん来てない

んでしょう。 

2:21:11 体積が。 

2:21:12 表層の計算もしてるんでしょうって、ある程度、 

2:21:18 そんな 1メーターも 2メーターを積もってないでしょ、調査で。 

2:21:26 それはさ半ばで計算しても最大限、ここは何か。うん。 

2:21:32 じゃなくて、 

2:21:33 案内とかそんな形、 

2:21:37 二十二、三 10 センチそれぞれ、 

2:21:39 その最大限で見たとしても、 

2:21:41 60 センチだから問題ないとかいろいろ話があるじゃないですか。 
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2:21:45 たまたま使いようだろうな。 

2:21:49 そういった話を含めて、ある程度整理しなきゃいけない。そうするとな

るとある程度その 

2:21:55 基準津波が決まった段階で何を説明する。 

2:21:59 今は何が説明できるのか、それ最後言いたいのはそこなんだけど、 

2:22:04 だけど今の観点からすれば、そんなに大きなことにならないんで、計算

結果埋まれば、 

2:22:11 明日とリックスの 

2:22:15 のところに関しては、問題なく数字は沼津市基本的には、 

2:22:20 成立の見通しとしてはある程度自分たちとしては、 

2:22:23 この程度の踏んでいるので問題ないと考えているというような、 

2:22:27 話がないと、今んとこまで全部見通しなんで、 

2:22:32 基準津波が決まる前の見通しなんで、その辺の 

2:22:37 基準津波が決まった段階で何がちゃんと説明。 

2:22:41 できるようになるのか、その辺も明確化した方がいいんじゃないかと思

います。以上です。 

2:22:53 北海道電力の上原です。 

2:22:56 最終的には基準津波確定後には 

2:22:59 最終的な結果にはなろうかと思いますが、決め決まる前の段階で、見通

して見通しとして説明できる部分につきましては、 

2:23:10 整理した上でご説明したいと考えます。以上です。 

2:23:22 宮本です。江藤。 

2:23:25 ちょっと全体的なんですけど、その内、我々の指摘事項に対する会回答

が、 

2:23:32 十分か十分じゃないかよくわからない資料になっていて、例えばですけ

ど 15 ページから、101023、15 ページから見ていただくと、 

2:23:41 ここで 1号機の影響ということで補機冷の取水性評価津波襲来時の海水

中漂流物へ 

2:23:48 閉鎖の改正物の付着二瓶深野層、 

2:23:51 とかの話がじゃあ全部ここに入ってますかっていう。 

2:23:55 話がちょっとよくわからないなと。 

2:24:03 地勢どっかちょっとちゃうじゃん。 

2:24:36 15 ページに利用料主食の内径の考え方等を説明してくださいと書いてあ

る明確にね。 

2:24:43 だけど、16 ページ以降のところにそれが全然書いてないんですよね。 
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2:24:48 で、 

2:24:49 市、市への下の異常等の検知性についての説明って書かれてるのも、 

2:24:56 保安規定に基づいてことを説明するって書いてなくて、 

2:25:00 こっちの、 

2:25:05 資料 1分の 1だと、－20 ページだと。 

2:25:09 要はピットスクリーンの推計で確認すると。 

2:25:11 いう形が書いてあるにもかかわらず、その辺の話が全然多分こっちに書

いてない。 

2:25:18 なので、私、私言わんとしてるのは、その指摘事項に対する回答をしっ

かり作ってくださいと。で、最低限こちらから指摘した内容については

ちゃんと網羅的に見た上で、 

2:25:28 プラスアルファで事業者が必要だったと思うものを入れていただいてか

ら全然問題ないんだけど、 

2:25:35 こちらの指摘のやつが抜けちゃうと、これだけが指摘事項がまだ未回答

という形になるので、そこはよく確認してください他の。 

2:25:45 質問も、実はこの 2月 2日の会合のやつってすごく非常に具体的に我々

指摘してるんですよ。 

2:25:52 それについて、具体的に指摘した以上はそれに沿って、その都度全部そ

れを潰し込むように回答を作っていただかないと、 

2:26:00 一つでも漏れると、それは該当支店未回答のままの、 

2:26:05 状態になってしまいますので、そこはよく確認したらいいですかね。 

2:26:12 北海道電力の高橋です。回答に対して 1字 1句しっかり確認してってい

うことで、我々もそれを意識してやってきてますけれども、 

2:26:23 今ご指摘いただいたように、 

2:26:26 必ずしも説明しきれてないところを今一度確認して盛り込むようにした

いと思います。 

2:26:33 あと、これ、もう 1個は 

2:26:36 語尾が 16ページからだと説明するって書いてあるんだけど、 

2:26:40 これは今後説明しようとしてるのか今回説明しようとしているのかどっ

ちなんでしたっけ。 

2:27:06 許可の段階でどういった項目を説明するのか、 

2:27:11 の段階でどういった項目ということで、今回説明するかどうかについて

はちょっとここには今記載している状況でございます。という認識でい

いんですよね要は、説明するっていうのは今後も含めて、要は許可の段

階で説明するという意味では書かれていて、 
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2:27:25 今回の会合で説明するという意味じゃないと、そういうそういう認識で

いいですよね。 

2:27:31 北海道電力の植原です。この指摘事項Ｎｏ．5に関する整理としてはそ

のご理解の通り、この 

2:27:38 表としてはご理解の通りです。それを考えると、例えばさっき言った検

知性の話でこっちの 20ページで書かれてるって、これは多分今回説明

してるように見えるんだよね。 

2:27:47 これで検知できますよ取水ピットは。 

2:27:50 なので、先ほど言ったように、今回説明しようとされてるものと、今後

説明しようとしてるものと、識別をしっかりしてもらいたいんですよ。

我々審査課によって審査がもう、 

2:28:02 それが今回は入ってるものなのか今後説明されるんだったら今後再説明

されるっていう認識で見るんだけど、そこがこのパワーポイントとちょ

っとわからないので、 

2:28:12 そこはよく語尾をよく確認してくださいですかね。 

2:28:18 北海道電力の植原です承知いたしました今以上の現地生ですと、教科段

階だと 18ページの方の中段にも入っていて、 

2:28:29 20 ページにも入っているという状況にはなってございます。で、例えば

18 ページ側であれば今回ご説明する内容になるかなと思いますその他の

項目も含めて、 

2:28:40 今回ご説明するところについて明確にしたいと。 

2:28:45 います。 

2:28:47 はい。よろしくお願いします。あとはですね。どうぞ。はい。 

2:29:28 はい。あと、ちょっと細かいところで申し訳ないんですけど、それで検

知性のところで、取水ピット側なんですけど、 

2:29:36 この 20 ページね、資料を、 

2:29:42 1－1 の 20 ページで書かれているところでちょっと細かいところで確認

しておい。 

2:29:47 たいんだけど、 

2:29:48 これはＣＲピットの水位低の警報が長石において共用する発報すること

に検知可能であり、警報確認を経閉塞中の対応を行うという話になって

います。 

2:30:00 で、大体のプラントっていうのは、多分循環水ポンプっていうのは甲斐

がつきやすいのでこれ乾燥保管されているんじゃないかなと、12号に関

しては、思ってるそういう認識でいいですか。 
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2:30:11 いいですかね。で、その上で、この取水ピットスクリーンの水系っての

はこれはアイソレかけられてなくて、広域た状態で、運転、 

2:30:30 て運用されているという認識でいいんですかね。 

2:30:35 北海道電力の植原です。今、実態、現状としては、今も宮本さんおっし

ゃられた通りここについては、整形化されてない状況です。 

2:30:47 3 号炉の再稼働にあたっては、こちらの警報について生かした上で、負

債稼働すると、そういったことで考えてございます。布施常務そういう

ことですよねで、通常多分おそらくこれでアイソレかけられて、 

2:31:01 内藤循環水ポンプが簡素化されてるのに、これ生きてるわけじゃないん

だけど、当然それは生かした状態での運用になると。 

2:31:10 いうところになるんであればそこは明確に書いておかないと、 

2:31:15 要は、今のプラント状態とはちょっと変わってしまうプラント状態で管

理方法が変わるので、そこは明確にした上で、ＱＭＳ文書の方にいかな

いと、 

2:31:26 識別がつかないと思うので少し確認してください。他の 

2:31:32 構成側は、 

2:31:34 工水側は、 

2:31:38 計器を設置して、 

2:31:41 またちょっとよくわかんないんだけど、 

2:31:43 衛藤。 

2:31:45 この家地域を設置するということは、 

2:31:50 これは 3号設備として建築を設置するんですか。 

2:32:32 該当電力の植原です。 

2:32:34 もう、 

2:32:35 ホウスイ側の推計の合計については整理し、いたします。 

2:32:41 はいとですね、新設なのか既設なのかとかいろんなせ整備は仕方があっ

て、 

2:32:48 要は新しくこれをつけるっていうんであればちょっと取り扱いよく確認

しといてもらったほうがいいかなと思いますので、ここで言っている中

央制御室っていうのはこれは 3号の調整ケースが 12 号の指揮調整月か

っていうとどちらになるんですかね。 

2:33:07 北海道電力の植原です。12 号機の中央制御室を考えてございます。は

い、わかりました。その辺はよく確認してください。 

2:33:16 特に江田 3号にしろって言ってるわけではなく、なくて、もう 1年後で

も特に問題ないかなとは思っているんですけど。 
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2:33:25 その辺がちょっと位置付けがですね、明確にしとかないと、 

2:33:31 ＭＳ文書とかに行った時に整理がつかないのと、あとは 

2:33:35 この異常の検知性っていうところの、 

2:33:38 部分で、新たにつけるやつのを、 

2:33:41 ゴールの背番号をどうするかっていう問題もあるので、そこはよく確認

してください。はい。私の以上です。 

2:33:50 北海道電力の植原です。ご指摘承知いたしました。あと、阿藤先ほどの

循環水本 

2:33:58 ピット推定の警報の管理方法の変更につきまして明確になるように、資

料に記載したいと思います。以上です。 

2:34:09 規制庁の伊藤です。ちょっと私からも少し確認したいんですけど、 

2:34:14 資料 1－2の、 

2:34:16 22 ページＧの、 

2:34:18 関連の話で、先ほど藤原からもちょっと回答の、 

2:34:24 回答についてロジカルに説明できてないよねっていう話があったと思う

んですけど、 

2:34:28 ここで今、 

2:34:31 我々が気にしてたのは津波防護の観点で、津波時にフラップゲートが確

実に閉まりますよねっていうところを示していただきたかったんですけ

ど、回答の中では閉塞くう置きにしてるってことで、多分、 

2:34:44 放水ですかね、ホースなので、その既設の施設への影響という観点で、

ちょっと何か整理されてるような気もしていて、それはそれで今後、再

度整理して回答していただければなと思うんですけども。 

2:35:01 今ちょっと現時点でお伺いしておきたいのが、その異常の検知性につい

て、今閉塞を想定した異常の検知性を説明されていて、閉まらなく、 

2:35:13 なってしまったような状態。 

2:35:16 開固着してしまったような状態に対してその異常の検知をどう考えてる

のかっていうのは、今現時点でどう、どのようにお考えですかね。 

2:35:34 北海道電力の上原です。 

2:35:38 逆流防止設備の定期的な点検、またカメラを用いた定期的な点検、こち

らをもって担保することを考えてございます。 

2:35:49 規制庁の伊藤です。そうすると 

2:35:52 流路縮小工との違いっていう点ではそのカメラで監視するっていうとこ

ろが間違いとして出てきてるっていうことですかね。 

2:36:06 ご理解の通りです。 
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2:36:09 ありました。ちょっと流路縮小工との差もちょっとわかるように、説明

していただけたらなと思います。可動部が可動部というか、 

2:36:19 摺動部というか、があるという点で、ちょっと違った構造なので、 

2:36:25 それ、 

2:36:27 とですね、 

2:36:31 と、あと 28 ページ。 

2:36:41 これは漂流物の影響ということですけど、 

2:36:44 今フラップゲートに、 

2:36:46 漂流小さな秤量物が挟み込まれることもちょっと想定しても、 

2:36:52 何か大丈夫なんですよっていう記載があるんですけど、その理由がー、

その放水ピットから海側に水が流れるからな、 

2:37:03 排出されるという説明になっていて、 

2:37:05 漂流物が挟み込む込まれるってことを想定したら、 

2:37:11 何ですかね。 

2:37:13 必ずその状態のときに、 

2:37:16 放水ピットから海側に水が流れてる。 

2:37:19 ていうことを、 

2:37:21 何ですか前提条件として置いてるんですかね津波、挟み込みを想定した

らもう津波時に閉止するっていう機能が何か失われてるような気もする

んですけどもそこって、 

2:37:31 もしかして何かその裏に、 

2:37:33 何ですか。 

2:37:34 挟み込みｍｅが発生する状況を考察した上で、何ですかそれを踏まえて

順方向にしか水が流れない。 

2:37:44 というような考察も何かしているとかそういうことなんですかね、ちょ

っとここの挟み込みを想定してるのに、 

2:37:51 閉止機能が失われないっていうところの説明がいまいちちょっとわかん

なかったんですけど。 

2:38:16 端的に言うとその挟み込みが発生してるときに、何で必ず水が来て、津

川から海側に流れてる。 

2:38:25 流れがそちら方向にあるっていうものを、 

2:38:28 安定しているのかちょっとよくわかんなかったです。 

2:38:35 すいません。確認いたします。 

2:43:07 規制庁藤尾ですと今事業者の方が打ち合わせ中ですね少々お待ちくださ

い。 
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2:43:22 あ、規制庁だけでもちょっともうちょっとこの辺、いろんな話としてで

すねわかりやすさを加えていく観点で、丁寧な説明が必要かなと思って

いて、 

2:43:31 実際にこういった漂流物とか、実際にそういった、 

2:43:37 物ですよね。椅子のかみ込み。 

2:43:41 的なものが、どういった、 

2:43:43 状態だったら起こり得るのか。 

2:43:47 いわゆる女川と同じようなカーをただの屋外ハイショウと同じような絵

柄になっちゃってますけど、 

2:43:54 あっちは屋外排水炉で、 

2:43:56 ここでは放水炉なので、いわゆる施設の重要な施設が流れ着いた水がこ

こに到達するだけで、 

2:44:04 屋外の、 

2:44:07 斜面も含めて水が流れ込むような、 

2:44:10 場所でもないので、そういったことも含めて、どういうような事象想定

をするのか。 

2:44:16 そういったことも含めてですね、もうちょっと、 

2:44:21 この泊のサイトの特性、 

2:44:25 ここでのその特性も踏まえてですね、立体して、 

2:44:28 考え得る状態が、津波が来たときには、どういうような状態になってこ

う。 

2:44:34 開閉機能が起動するのかといったことも含めてですね丁寧に説明した方

がわかりやすいと思いますがいかがでしょうか。 

2:44:52 再度電力の上原です。今須崎さんからご指摘いただいた通り女川先行す

る女川さんの購買排水を参考にして資料を作成していた、整理していた

ところがございます。 

2:45:05 一方で隣の放水量に設置する逆流防止設備ということで、そのうち、 

2:45:13 特性も踏まえた整理ということで、今後、もう少し丁寧なご説明させて

いただきたいと思います。 

2:45:29 議論、議論。 

2:45:34 はい。規制庁の伊藤です。 

2:45:37 機能喪失要因というのは整理していただいて、それを繰り越して仕切る

ということだと思うんで、それはよろしくお願いします。 

2:45:44 あと、ちょっと細かいところなんですけど、 
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2:45:49 その季節への影響っていうので、ちょっと前のコメント回答の中で、会

議の付着とかの話がちょっとあったんですけど、 

2:46:02 30、 

2:46:06 4 ページと、38ページ。 

2:46:12 今こって、その会の付着っていうことに関しては、何か、 

2:46:18 影響っていうのを、 

2:46:22 特に 38。 

2:46:25 んの。 

2:46:26 そうなんですかね。甲斐が付着しにくいっていうのは 

2:46:30 その通りだと思うんですけども、付着を想定すると、 

2:46:35 放水ピット立坑 

2:46:39 放水ピット立坑水の方が上昇する方になると思うんで、そこに対する 

2:46:45 なんですかね。 

2:46:46 貝付着の考え方って何か。 

2:46:50 これにはまだ含まれてないんですかね。 

2:47:05 ちょっとまとめ資料が確認しますのでお待ちください。 

2:48:05 規制庁の伊藤です流路縮小工側にまとめ資料で、会議の検討されてるの

はしてはいるところなんですけどちょっと逆流防止側はな。 

2:48:14 なんでないんだろうなっていう。 

2:48:55 北海道電力の植原です。 

2:48:58 甲斐が付着した場合のホウスイ側の通常時の水位につきましては、確認

をしてるんですけれども、現状放水系につい、 

2:49:09 放水系については、甲斐が付着環境にないということで、現状のまとめ

資料には記載していない状況です。 

2:49:19 規制庁の伊藤です。甲斐が付着しないっていうので、全部否定するんだ

ったらそれはそれでいいんですけど、例えば、添付の 

2:49:29 32－31 ページとか、 

2:49:32 では、 

2:49:33 かいいが付着した時の影響とかも何かちょっと検討されてもちょっとち

ぐはぐなので、そこはしっかりと 

2:49:42 何ですかね、論理を通していただきたいなと。 

2:49:45 思います。 

2:49:47 北海道電力の植原です。分析その通りかなと思いますので、ちょっとこ

ちらのスタンスも整理した上で、まとめ資料の追加要否、検討したいと

思います。 
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2:50:01 規制庁の伊藤ですあとちょっと細かいのでもう 1点だけ 

2:50:08 二、三十、 

2:50:10 パパパワポ資料の 34 ページの、 

2:50:14 この季節への影響のその、 

2:50:18 評価に関してなんですけど。 

2:50:20 ちょっと、先ほど天野からも若干前提条件どうなってるんだっていう話

がちょっとあったんですけど、 

2:50:28 お伺いしたいのは、 

2:50:33 とパワーアップの、 

2:50:37 34 ページで 

2:50:40 見ている、流量 1900 のお話とちょっと絡むんですけど、 

2:50:46 33 ページでは、 

2:50:51 12 号の補機冷海水ポンプの。 

2:50:54 既設の施設が本来有する機能の中では、 

2:50:59 ポンプ台数 4台としていて、まとめ資料の中には、なんか外電送水喪失

時は 4台、 

2:51:08 起動しますみたいな記載もちょっと見受けられるところがあって素行

と、あと、 

2:51:14 その 2台で良いっていうところの、 

2:51:18 説明って、 

2:51:20 何か明確にどっかでされてました。 

2:51:23 ちょっとその、 

2:51:24 記載箇所があれば、ちょっと教えていただきたいんですけども。 

2:51:28 具体的にはその添付の 31 位の、 

2:51:31 5 ページに、 

2:51:34 外電喪失、一番上の方で、また上がりレース送致することで、 

2:51:39 ブラックアウトシーケンスが作動しポンプ全台カッコ 4台が運転した場

合には云々っていう話があって、 

2:52:07 北海道電力の植原です。まず 

2:52:11 プラント停止状態で必要となる解析ポンプについては資料 1－2の 14 ペ

ージのところで 1900 立米％掛けてみたいということで整理しておりま

す。これは系統の観点でこの台数が必要と。 

2:52:25 いったもので整理したものを、一方で精製保水性の評価にあたっては、

外電喪失で 4台起動するステージもございますので、4台を考慮して、 
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2:52:40 評価を実施しているということになってございます。ちょっと今、それ

ーが 

2:52:47 具体的に記載している箇所としてはなくてわかりにくい状況になってい

るのかなと思いますので、 

2:52:57 記載 

2:52:58 を少し検討したいと思います。 

2:53:02 規制庁の伊藤ですその今外へと 4台起動しても大丈夫な形にするってこ

とですか。違う。言いますよね。北海道電力の高橋ですけれどもちょっ

と補足しますと、 

2:53:15 基本的に必要量は 2台です。ブラックアウトシーケンスのときには、ま

ず 4台に信号はいるんですけれども、運転員がそれを確認すると。 

2:53:26 うん。2台、止めに行く。 

2:53:34 いや、 

2:53:36 すいません 

2:53:37 4 台起動するんですけれども、そのあと必要量が 2台なので、2台動い

てるのを確認して止めに行くんですよ。 

2:53:45 なので実際必要量としてはもう一時的に 4台回るステージは、短時間あ

るんですけれども、基本的に必要な量というのは 2台になってます。 

2:53:55 そういったことを今は、まとめ資料含めて書いてないんで、その辺しっ

かり確認します。 

2:54:04 北海道電力の植田です。ちょっと一部補足させていただきます。流力昇

降の系統がですね取放水性能評価に用いている流量に関しましては、 

2:54:17 4 台起動のときの流量と同じ流量になってございます。なぜかと言いま

すと、 

2:54:25 パワーポイントの資料の 1－1の 8ページですごく小さくて申し訳ない

んですけど右上に、 

2:54:33 1 号及び 2号炉の取水系統平面図っていうところを見ていただくとわか

るんですけどもこれ 1号と 2号両方書いてあって、上の二つ、 

2:54:45 の主水路が 1号の取水量になるんですけどその片方の、 

2:54:51 水路から右側へ行っていただきますと、ポンプの 

2:54:56 ところに向かってですね二つに分かれてると思うんですね。で、通常

時、このポンプ、2台分あって 1系、 

2:55:07 その流路に流しているところになるので、本当に通常時の運転ですと、

この片系統に 0.5 立米／ｓｅｃの流量が流れる形になります。 
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2:55:19 設計上は、外電喪失も考慮しまして、ここの 1系統の流路の中に、2台

分のポンプが動くことになりますことを計算してますんで、 

2:55:32 1 立米／ｓｅｃで、開口系を設計するというようなそういう設計にして

ございますので、系統としては最大流量を見込んでいるということにな

ります。 

2:55:45 規制庁の井藤です。私はちょっと今ので理解はできたかなと思ったんす

けど、 

2:55:54 規制庁の矢田ですけど。 

2:55:56 ちょっと私も勘違いしてたんだけど、 

2:56:00 まずこれ 1号機 2号機。 

2:56:02 じゃあ、 

2:56:03 1 号機の停止状態に必要なポンプは、 

2:56:07 何台なんでしたっけ。 

2:56:15 数としては 2台となります。 

2:56:18 2 号機の 

2:56:20 影響ないようにするためには何で必要なんですか。 

2:56:26 1 号機 2台 2号機 2台がまず必要な海水ポンプですよね。 

2:56:33 ですよね。 

2:56:34 だから、プラント 12 号で来たら 1号機 2台 2号機 2台で合計 4台の流

量の取水量が必要ということですよね。 

2:56:45 それが 1900 立米。 

2:56:57 だからさ、34 ページこっちの。 

2:57:01 ごめんね。 

2:57:01 こっちの。 

2:57:04 資料を 

2:57:06 1－2 の 34 ページと比べてみてもらうと。 

2:57:10 ちょっと水ちょっとよくわからなくなったのは、 

2:57:12 これは、 

2:57:14 1 号機と 2号機それぞれ、 

2:57:17 プラントは独立共用してでも、独立した解析になるはずだからそうする

と 1号機の 

2:57:23 停止状態に必要なのは、補機冷 2台、 

2:57:27 Ｄ2 号機の停止状態に必要なのは歩切り 2台、 

2:57:31 合計 4台。 

2:57:32 4 台取水する必要のために必要なのは、 
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2:57:36 ていうのが書かれてないんだけどこれ 2台しか書かれてないんだけど、

1900 立米でいいんだっけ。 

2:58:05 パワーポイントの 34 ページで紙を示しておりますのは、水路断面積に

対して流量書いております。ですので 1水路当たり、 

2:58:18 1 立米／ｓｅｃということで、こちら、1 号機当たり 2 名考えますと 4

台起動している状況となります。 

2:58:37 ちょっとわかりづらいんですけど、海水ポンプＡＢＣＤって呼んであり

ますけど、Ｂで 1水路、 

2:58:45 ＰＣ、ＣＤで 1水路で、2号機も同じように、 

2:58:50 8 台あって、4水路、 

2:58:53 今は 1するあたりの 

2:58:57 表を 35 ページ、30、 

2:59:02 図で示してるので、ＡＢポンプが回ってたとして、1水路 1900×2 とい

うことですね。 

2:59:10 わかりました 1水路あたりの話をされていて、必要なポンプの数を言っ

てるわけではなくて、要はプラントに必要なポンプの数を言ってるわけ

じゃなくて、 

2:59:20 これ 4水路しかないので 4水路は部内の溢水量ずつがそれぞれの号機ご

とで、そのうちの 1水路当たり必要なのをここに書いてると。 

2:59:31 これじゃわかんないですね多分ね。 

2:59:36 多分さっき言っているように、 

2:59:38 これ、 

2:59:40 先行の女川 1プラントしかないので、いいけど、長野じゃて泊の場合は

1号炉 2号炉両方のための、 

2:59:48 市共用の保守水共用というのが共有してないのかなこれ、これは対して

共有はしてるんですかこれ、してないんですよね。 

2:59:57 なのでそれぞれで書かないでこれちょっと意味がわかんなくなりますね

1号機に対してとか 2号機に対してそれぞれ書いていただかないと、こ

れホウスイも 1号機 2号機それぞれ独立なんですか。 

3:00:08 わかりました。だからやっぱそれは全部独立して整理していかないと。 

3:00:14 我々、私もちょっとさっき感じがしたのは要は 

3:00:19 相手が意地一つのブランドしかないかなと思ったらよく考えて 1号炉及

び 2号炉だから、ツープラント分の考え方で整理していかないといけな

いので、 
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3:00:27 言われるように 0.743 でさっき言った 0.4 っていうのが、1水路あたり

の必要な水量っていうのが 0.44 だけって話だと思うので、ちょっとそ

こをわかるように整理したほうがいいかなと思います。はい。以上で

す。 

3:00:44 北海道電力植原です指摘踏まえまして、資料の方わかりやすくなるよう

修正したいと思います。 

3:00:52 規制庁の井藤です。ちょっと認識の確認だけなんですけど、 

3:00:56 1 号炉、例えば 1号炉で必要な補機冷海水ポンプの台数は 2台なんだけ

ども、その外電喪失時のブラックアウトシーケンスとかそういったこと

も踏まえて、 

3:01:09 この解析上は最大流量で 2台、1するあたり 2台を見て、 

3:01:15 1 ウェイということで、 

3:01:18 1 上／ｓｅｃってことでやってるというそういう理解でいいんですよ

ね。 

3:01:24 ご理解の通りとなります。 

3:01:27 はい、わかりました。私からは以上です。 

3:02:14 規制庁藤原ですちょっとごめんなさい私ちょっとまとめ資料でちょっと

一部、ちょっと 

3:02:18 今、言っとった方がいいかなっていうだけ一緒言っときます。まとめ資

料の添付 31 の 21 ページ開いていただいて、 

3:02:29 5、 

3:02:31 これ、違う。 

3:02:34 小島。 

3:02:36 ごめんなさい、25 ページで失礼と添付 31－25 ページで、 

3:02:41 これなんか流路縮小工設置による抵抗の損失の概念図っちゅうのがあっ

て、これは、 

3:02:48 何だっけ、島根とかでうち比較したときにですね、島根って何かこうな

んだろう水理実験みたいなやつをやって何かこれ、確からしさを確認す

るみたいな話があったんですね。 

3:03:00 松島ではあれとしてただまとまりって 

3:03:04 何だろう、今、確かにいた構造であるのかですけど多分、裏に小柴り、

例えばその次、27 ページとか見てきて、 

3:03:13 何か何だっけな裏や水圧に抵抗するための縛りを設置したりとか、或い

はもしかしたら今後何か、場合によってはそのもっと海側の方にも縛り

を拡大させるとかいう、 
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3:03:23 話があってここら辺が縛りがあったとしても、何だろう摩擦損失つう

の、ケース、私岸野は管路解析におけるＩＩ損失係数が、 

3:03:35 本当にそれで給食と嗅覚だけで表現できるんですかっていうのがちょっ

とよくわからなくてですね、これっていうのはあれですかね、また今

後、感度解析の中で何がしか御説明があるもんかそれとも、 

3:03:48 もう特に旧縮嗅覚だけで、 

3:03:50 全部やっちゃうのか。 

3:03:54 ありますかね。 

3:03:56 一応私の理解だと給食とか嗅覚っていうなんか渦の発生。 

3:04:01 によって、その状況が変わり得るので当然その渦が、縛りによって妨げ

るもっとより複雑な渦になって抵抗が大きくなるんかもしれないなとか

思いつつちょっとその辺って、実際どうなんだろう。 

3:04:14 ていうのがあって、 

3:04:17 別に許可で得る文化、にやるの加瀬整理解析とかいうのはあるかもしれ

ないけど、 

3:04:22 その点の今何か、 

3:04:24 北電の考えでありますか。 

3:04:35 ちょっと確認しますのでお待ちください。 

3:05:36 北海道電力の高橋です今ご指摘いただいた旧加来給食のところについて

は感度解析含めて、どういうふうにやるのかどうかというのはちょっ

と、 

3:05:46 今後ご説明させていただきます。 

3:05:49 規制庁井沢ですその次 30 添付 31－27 ページで、流路縮小工の津波荷重

によって要求機能喪失しる事象というのが、 

3:06:00 ここで整理されてて、この津波時のところが、 

3:06:06 津波の荷重か、 

3:06:07 これが女川の流路縮小工やったら要はコンクリートプラグを設置するか

ら、当然そういった水力いう縮小工の中を通る水力とか、 

3:06:18 それに対する抵抗力が、側面、アンカーにかかるとかいうのは理解でき

る一方、 

3:06:24 ごめんなさい、これちょっとよ、何を説明しようとわかっは市長として

はわかってなくて、 

3:06:29 じゃあ、春川とか、表小さな漂流物とかぶつかったときの影響っていう

のも、一応事象としてあるんですよね。 

3:06:40 ていうごめんなさい。 
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3:06:42 ちょっとこの資料はどこまで、構造成立性か。 

3:06:47 まずそもそも論としてこの逆流防止設備与えられる証拠、 

3:06:53 米、 

3:06:54 構造成立性って考えたら一応網羅した方がいい。 

3:06:58 進めてどうかなってですね。要は、単純に私が聞いてるのは女川をコピ

ーして、 

3:07:03 だけなのかそれとも何か泊として何か、波力とかは漂流物は考えなくて

もいい中で説明があるのかというのをちょっとお聞きしてるだけなんす

けど、いかがですか。 

3:08:19 確認しますんでお待ちください。 

3:11:40 規制庁藤原ですちょっとこの、 

3:11:43 27 ページを私見たときに、女川の設備として、これって何をやってるん

だろうと思ったんですね常連でその津波と地震荷重を何か一緒くたにし

て下の方で、 

3:11:56 水力だけ分けているんですけども、 

3:11:58 なんかなんでわざわざ分ける必要あるんですか。それが女川の谷津様持

ってきてるだけやったらその女川の特徴を踏まえて、ちゃんと 

3:12:07 見込んで、 

3:12:10 別にこれ何かやる必要ないように思ったんですね。 

3:12:14 なんだろう。 

3:12:16 てこずってるから言う泊としてこの。 

3:12:19 そこの構図はどういう特徴なのかと。 

3:12:24 このコピーする、しないで、 

3:12:27 基本的にこの泊の 

3:12:30 猫鋼材として使う。 

3:12:32 ているわけですね。 

3:12:34 でも、 

3:12:35 いや、かなりそれに作られてるわけですよね。あと、熱くはないわけ

で、そういったところから踏まえてどういったような、 

3:12:43 メカニズムで、 

3:12:47 いわゆる、 

3:12:48 ルール縮小工ということですね。 

3:12:51 その規模を効果を発揮してそのときにどのような荷重が状態が想定され

るのか、それは女川と全く一緒で使ってるところ、形状全然違うと思う

んで、 
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3:13:02 キャビテーションとかそんなものは、もう根井、河瀬も一緒ではないと

思うんで、何が問題で何が新たに追加されることはあるのかないのか、

そういった話をちゃんとを整理してくださいって話。 

3:13:15 田尾だから織田側に全部取ってやるわけではなくて、 

3:13:20 基本的にここで検討すべきものは何ですかっていうのはある程度、 

3:13:25 もう説明し尽くしてくださいってことですね。 

3:13:33 北海道電力の植原です。泊の流路縮小工の特徴を踏まえた荷重等の整理

ということで、女川との比較で、追加で、 

3:13:44 整理が必要なもの、或いは逆に泊ではそれほど効いてこないものといっ

たところについて、整理を進めていきたいと思います。また 

3:13:56 漂流物の話についても追加することで検討いたします。 

3:14:02 はい。規制庁城です。私どもは最後にもう 1点だけ 36 ページ、添付 31

の 36 ページの、 

3:14:08 下の方から、 

3:14:12 下から 3パラ目の、 

3:14:14 最後の行かな粒子来流路縮小工と主水路の境界に止水処置を施すっちゅ

うところがあってですねここが、 

3:14:24 これ多分前回、前々回から三浦もちょっと気にしたと思うんすけどこの

修正処置って一体位置付けって何なんだろうっていうところがあって、 

3:14:34 完全にそのまし止水機能を持たせるそうやって、 

3:14:38 津波防護施設の止水処置やゴムジョイントみたいなイメージ。 

3:14:42 もしくは何らかのシーリング材なのかわかんないすけど、それとは別に

別に漏えいを、 

3:14:48 にしてもいいような代物。 

3:14:51 評価上も同様を考慮するとかそういった、いろいろな考えがあると思う

んすけど、この位置付けってどっちなんでしょうね。 

3:15:07 北海道電力の村島です。今ご指摘いただいた 36ページの 2パラ 3パラ

目ですかね。 

3:15:16 設置時には、 

3:15:19 から始まるところで部材を組み立てて固定する流路縮小工と取水炉の境

界には止水処置を施すと、この記載に関しましてはあくまでも 0リーク

を期待しているところではございませんので、 

3:15:32 流路縮小工をの機能を発揮しつつですね、10 メーター70メーターに到

達しない水に許容できるところをねらうんだと思ってますけども、 
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3:15:44 その設計に関しては、限りなく漏えい量は、下げた設計をねらいますけ

ども、設計漏えい量もございますので、 

3:15:55 そこは加味した上で、漏れたとしても 10メーターに到達しないので、

全体として成立してますということをお示しすることになると思いま

す。 

3:16:16 多分設置時は、 

3:16:18 ていうのが最初で被水措置を施すっていう話があってだ、どこをっつう

と、 

3:16:24 あれだよね、流路縮小工と水路の境界面。 

3:16:29 ペネ鋼材等、 

3:16:31 実際のトンネル部、 

3:16:33 ご表明に、 

3:16:35 止水処置を施すってのは、 

3:16:37 どっちももう、 

3:16:39 レセプト上伝えたのに、んな、なんでそんなもんがいいのかっていうの

がわからないそういうことだと思うんだけど、 

3:16:47 いわゆるこれって、何か設置手話服の設定 

3:16:51 止水措置っていう、何で効力の話から、 

3:16:56 来てて分、 

3:16:57 ルール縮小こと。 

3:17:00 水路の境界面、 

3:17:02 2、 

3:17:03 止水処置を施すのかってわかんないよね。 

3:17:13 膨張てでも何でもないわけだよね。どっちかっていうところって 

3:17:18 これ、 

3:17:19 あれか。 

3:17:20 極力焼香だよね。 

3:17:22 完全、内側の方はさ、ドライサイトになるわけじゃないでしょう。 

3:17:27 うん。 

3:17:29 それでっていう話で、そこまで必要なのかっていうことだけだったけ

ど、 

3:17:34 必要で、そこでやるっていうのはそれでもいいんだけど、 

3:17:37 いや、言ってる意味がさ、そう多分設置じわっと施行時で考えたとき

に、 
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3:17:43 そこの部分割とそのドライにして仕上げないと、その実際の多分安価だ

と思うから関係ないと思うんだけど、 

3:17:50 その密着性とか考えたとき、そこまで必要なのかっていうと、どう考え

てもそれ必要だそうだし、 

3:17:57 どっちの、 

3:17:58 うん。 

3:18:00 下の方がドライサイト。 

3:18:01 ではないですよね。ある程度、水の量を制限してるだけに、 

3:18:06 流路縮小工はこんな穴が大きく打って縮小できるって話で、こんな小さ

いところ、水が、 

3:18:14 きするってちょっと考えにくいので、 

3:18:16 そこまで考えるのかっていう話。 

3:18:20 うちで国要件でこの 

3:18:23 止水処置をしようとしてるのがよくわからないっていうのが、そもそも

三浦の言ってることだと思います。 

3:18:30 北海道電力の村島で徹底的にやるっていうんだったらそれはそれで別

に、 

3:18:34 はい。ご指摘の趣旨は承知いたしました 

3:18:39 水路の中にですね鋼材をつけるといった観点で、水路をの壁面と鋼材の

隙間を、我々としても大きなその隙間があってはいけないと思ってます

のでそこは、何らかの処置はしないといけないと思っています。ただ

し、 

3:18:57 先ほどご説明した通りですね 0リークにはならない、なかなか難しいと

いうところもありますので、隙間、可能な限りこの縮めたいという観点

で止水処置っていう表現を使ったんですけどもこの表現は多分適切では

ないので、施工誤差 

3:19:14 はい。ちょっと表現は見直鋼材と施工誤差を普通と間詰めコンクリート

ですので、そういったような意味合いの処置をするっていうですね、現

場合わせて、 

3:19:24 わかりました。 

3:19:26 微妙。 

3:19:27 だから、実際 2と言ってみたらトンネルと、鋼材の寸法 2施工が多少な

りとも空くのでどうしても、 

3:19:37 そうした回復策もあるかもしれないしそれで発電とりゃいいんだけど、

基本的には必ずぴったりと。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

3:19:44 あるわけではないので施工誤差がどうしても生まれると。 

3:19:46 そこを現場合わせてするためには、何らしか、 

3:19:50 間詰めコンクリートと普通使うじゃない。 

3:19:53 そういった意味合いと同じでそこは何か止水措置的なものとして何か、 

3:19:59 措置を講じるって言ってるわけなしですね。 

3:20:16 はい。北海道電力村島でございます。今水路をの躯体とですね、鋼材の

隙間に関しましては、先ほどご説明させていただいた通りですね、 

3:20:27 可能な限り隙間は小さくとどめるような、設計で配慮していこうと思い

ます。で、その隙間を考慮しても、流路縮小工の機能がきちっと確保で

きるようにですね、 

3:20:41 サイト内に浸水を想定する経路として敷地 10 メーターへ到達しないよ

うに、きちっと機能を発揮できるような、寸法にはしたいと思っていま

す。ただし我々としても 

3:20:54 すべてを空間空けといていいかというとそうではないと思いますので、

必要な命名処置等は行いたいと考えてございます。 

3:21:03 以上です。 

3:21:05 規制庁島ですおっしゃる意味は大体わかってきてだから、要はＳクラス

の施設っていうのは、漢字に鋼材、 

3:21:12 のみを言ってるということで、この紙措置は、多分おそらく自主なのか

なお書き程度ですよね。ちょっとごめんなさいこの記載ぶりでいうと、 

3:21:23 要は何が基準適合上必要なものなのかっていうのちょっとわかりにくい

んでまずそこは明らかにして欲しいのが 1点で、あともう 1件じゃ地震

扱いにするんだったら、その評価のやり方、 

3:21:37 なりっていうのは何か何かどっかでパラスターでいえるのかどうかよく

わかんないすけど、そこはちょっと今後説明いただきたいんですけど、

いいですかね。はい。北海道電力の村島です。ご指摘承知いたしまし

た。 

3:21:51 今記載しているところに関しましては止水処置を施すと言ってるところ

のまずこの書き方、適切ではないと思ってますので、必ず達成しないと

いけない耐震そのものが鋼材できちっと必要なその隙間をどれぐらいを

設定するのかっていうところも、 

3:22:09 含めて、すべて鋼材でまず設計いたしますということがわかるような記

載それから、それを考慮しても隙間が発生したとしても、 

3:22:24 流入防止をきちっととれると、いうことを記載しております。 

3:22:33 規制庁の江崎です。多分ですねここって、 
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3:22:36 構造成立性の上でいうと、多分アンカーとかって、 

3:22:40 するわけですよね。 

3:22:41 そこで多分、 

3:22:44 隙間があると。 

3:22:45 計算上は、そのコンクリートね。 

3:22:48 と、家具ですね構造材の。 

3:22:52 そこが密着してる形になってるんだけどそこに大きな浮きがあると。そ

こで、 

3:23:01 剤とかそういったものの取り付けが変わってきちゃうから設計が多少な

り荷重のかかり方が変わってきたり、 

3:23:06 しないとも限られるので基本的には、 

3:23:09 そういうところでは続けう。 

3:23:12 きちっと合うように、目を合わせるっていうのが重要ですよね。 

3:23:16 鉛直課長がそんなにかかるわけではないんですけど、 

3:23:20 部分的に活躍局部にかかるってのはよろしくないので、 

3:23:24 全面的全周なんか打つはずなんで、そういう時に均等に荷重がかかるよ

うに設計はする。 

3:23:31 と思うんですよね。そうなるためには、その面と面が、 

3:23:35 ちゃんと密着してるって必要が出てきますよね、設計的にはね。 

3:23:40 そういった面から考えて、そういった隙間を極力、 

3:23:45 減らしていくっていうのが現状じゃないですか。いわゆる、 

3:23:49 寸法誤差ですけど、 

3:23:51 に関わる話ですけどね 

3:23:53 そこって自主的にここで書くような話ではないのかなっていう気がして

いて、 

3:23:58 防潮てにつけるしすイメージと、同じ扱い、違うよね。 

3:24:04 ねえ。 

3:24:05 意味合いとしてそこに何か差し水盤とかゴムも入れる、入れないよね。 

3:24:11 ねえ。だから、 

3:24:12 ちょっと意味合いが違ってきたら彼が言ってるのは、使い方とか用途と

かが、目的が全然違って、この基準適合のためにつけてる。 

3:24:23 して構造性成立性っていうか施工として、 

3:24:26 後 

3:24:29 音声せ、 

3:24:31 に近いんですよね。 
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3:24:33 それを細かいところ議長制ですよね。機械を据えつけるのに場所の高さ

を合わせるために、高さを調整するじゃないですか。それに近いもんも

のであって、 

3:24:45 基本的には、高性能を与えるためにその、その精度を上げるための施工

制度みたいな話になってくるので、そのための調整みたいになるんで、

それであれば、 

3:24:56 こういった話はいらないんじゃないかってことだと思うんです。逆に言

うと、基準適合として考えたときに、今後こういう、 

3:25:03 何だっけ。 

3:25:05 流路縮小工を水の中で作ったら、じゃあ、必ずしもそういうような、赤

で下とかああいう時をよくありますよね。 

3:25:15 詰め物っていうんですか。 

3:25:16 膨張水で膨張するようなゴム材料っていうんですかね、スポーツってい

うか、ああいったものを使ってイメージを作んなきゃいけないのかっ

て、そんなことはないわけだと思うし、 

3:25:25 そういった要求、今後その実績として要求かかるような状態になるかっ

てそういうことではないと思うんですよね。だからそ、実際に本当に必

要なものかどうか、基準要求的に、 

3:25:37 それ以外のものだとそ、あまり必要ない書く必要はないんじゃないか

と、逆に誤解を招くと思うんで、 

3:25:43 その辺はよく、 

3:25:45 検討した上で、記載を、 

3:25:47 確認した内容を確認してください。以上です。 

3:25:51 はい。北海道電力の村島です。ご指摘承知いたしました。基準要求に対

して必ず、設計上求められているところをの記載をまず正しく書くよう

にいたします。付け足しで、 

3:26:04 あった方がいいと言ってるような地主みたいなものに関しましては、こ

この記載レベルとするのか、違うところに掲載するのかしないのかも含

めて、改めて整理させていただきたいと思います。以上です。 

3:26:57 規制庁藤原です。それではちょっと会議室の方からの確認は以上なんで

すが、石田さん何か確認等、もしあれば 

3:27:07 ご発言いただきましたと思ってます。 

3:27:11 はい、石田です。 

3:27:13 音声、聞こえてますでしょうか。はい、規制庁上手よく聞こえておりま

す。お願いします。はい。 
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3:27:19 はい。ちょっと音声が 

3:27:23 こちらの方には半分ぐらいしか届いてなくってですね、聞き取れにくい

ところがあったので、少し重複するような話があったら、ご了承いただ

きたいんですけれども、私の方からちょっと、 

3:27:34 伊佐、確認させていただきます。 

3:27:37 一つはですね、これちょっとさっき議論が出ていたかもしれないんです

が、例えば市野一井の本資料の中でですね、いるⅡとかですね表裏物に

関する評価のところがですね、 

3:27:52 全体として記載事項は非常にですね、 

3:27:57 砂の流入量は減少する方向に行くとかですね、 

3:28:03 表裏分Ⅱが、 

3:28:07 主水路の流路縮小工が閉塞する可能性がないとか非常に決め打ちするか

の記載になっているんですねそれで、 

3:28:17 その割にはですね、その内容の説明がほとんどされていないので、ここ

は、もし仮に決め打ちをされるような表現をするのであればもっと、 

3:28:29 丁寧な記載としていただきたいんですがいかがでしょうか。 

3:28:49 北海道電力の植原です。先ほどの議論の中でもございましたが、砂の評

価、また漂流物の評価につきまして、現状、 

3:28:59 例えば漂流物であれば継続可能性ないと、記載してございますが、それ

に対する根拠が薄いということかなと思っています。この辺りはです

ね、少し、 

3:29:12 再度整理した上で、記載充実しさせることと考えてございますので、 

3:29:20 そういったことで対応したいと考えてございます。 

3:29:25 三木社長市田です。了解いたしました。それで、一つだけ具体的にです

ね、1－1のパワポの 15ページのところにですね、 

3:29:35 うん。 

3:29:37 パイプスクリーンをですね通過した小さな表リブツ云々ということでパ

イプスクリーン寸法があって、それ以上大きなもの、このピッチの 

3:29:47 ものよりも、 

3:29:49 小さいものしか入らないんだというふうな書き方になってるんですけれ

ども、 

3:29:55 何も津波の時に限らずですね 

3:30:00 海が荒れた時とかそういう時、いわゆる何ですかね、小さな炊き立木の

類のものですね、長く細長。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

3:30:10 細長いようなもの、こういったようなものってのはすごくたくさん流れ

てきて、こういうピッチのところを通り抜けて、下流に流れていきます

ので、 

3:30:21 そういうようなものが、例えば河川だったら、橋脚のところに、固まっ

てそこのところを、今回のようなものであれば、流路縮小工のようなも

のを、 

3:30:33 閉塞するような可能性だってあるんじゃないかというふうなことも考え

られますので、そういう意味で、丁寧な説明をお願いしたいと思いま

す。 

3:30:57 確認中ですので少々お待ちください。 

3:31:04 はい。 

3:31:36 妥当性も含めて、 

3:32:17 それはここに連通口ちょ。 

3:32:52 だけど今、 

3:33:12 北海道電力の植原です。 

3:33:15 すごく小さな漂流物、或いは本間細井漂流物についての 

3:33:22 整理が不足しているといったご指摘かなと思います。こちらについて

は、まずはちょっと実績の部分は、各刻み各 

3:33:32 呈している前ですけれども確認できるところかなと思いますのでそうい

ったところを含めて今後整理したいと思います。 

3:33:42 規制庁の石田です。はい。よろしくお願いいたします。 

3:33:46 関連してなんですけれども、 

3:33:49 1－2 のパワポの 20 ページのところですね。 

3:33:54 ここのところで、 

3:33:56 異常の検知性っていうことが書かれていてですね。 

3:34:01 それ 

3:34:02 今度は 1－1のパワポの方の同じく 20 ページを見るとですね。 

3:34:09 流路縮小工の異常の検知性っていうことが書かれていて、異常の検知性

については水位の低下を、 

3:34:20 中操のほうで発報するというようなことが書かれているんですね。 

3:34:25 で、 

3:34:28 両括弧の 1の二つ目のポチのところの最後にですね、閉塞事象への対応

を行うっていうふうに書かれているんですね。それで、具体的にはこれ

救援文書で定めるということなので、詳細はともかくなんですが、 
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3:34:47 実際に閉塞事象が発生したということが、現地された場合に、一方でこ

れ、補機冷ポンプはずっと運転継続しているわけですから、 

3:34:58 どんどん貯留堰形状になっていますけれども、集水管の水できる海水が

減っていくんですけれども、 

3:35:10 この 

3:35:12 後は時間勝負という話だと思うんですけどその限られた時間の中で、 

3:35:17 具体的に何か対応が可能だというふうな、そういうご判断のもとでの、

こういう書き方なんでしょうか。 

3:35:29 わかる範囲でちょっと教えていただきたいんですが。 

3:35:34 対策があるので、 

3:35:37 はい。はい。北海道電力の植原です。対応といたしましては、トレイン

を切り換えてここの部分の 

3:35:48 ドレーンを使わない状態にした上で、水抜き等を行って点検を、最終的

に必要とあれば、水抜き等を行って点検を行うと、そういったことでに

なろうかと思います。 

3:36:00 規制庁の石田です。つまりあれですかね、バックアップがバックアップ

が可能なので、 

3:36:08 取水機能というか冷却機能に対して影響を及ぼすことはないですという

考え方でしょうか。 

3:36:15 はい。ご理解の通りです。 

3:36:20 トレイン切り換えすることによって、ＳＷｔの冷却機能としては確保で

きますので、その状態で点検を行うといったことになるかと思います。 

3:36:33 規制庁の西田です。 

3:36:36 はい。 

3:36:37 いたしましたありがとうございます。 

3:36:40 あと 1点だけちょっと確認させてください。 

3:36:47 同じく 1－1のパワポの 9ページなんですけれども、 

3:36:52 9 ページのところに右上にですね、1、1号及び 2号放水炉の系統断面図

というのが出ておりまして、 

3:37:01 津波時に逆流防止装置が作動した、江田が書かれているわけですけど、

この逆流防止装置が作動した状態で、補機冷の放水がずっと継続される

んですけれども、 

3:37:17 その場合に、要するに行き先を失ってですね、左側に書かれているです

ね放水ピットの立坑あたりのところから、 

3:37:27 敷地内に放水海水が奉仕、 
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3:37:32 外に敷地の中に放出されていく可能性っていうのは、これはないような

そういう考え方になっているんでしょうか。 

3:37:47 北海道電力の植原です。今津波が決まってない中ではございますが松

波、石上が継続している時間、の間は確かにＳＲＰ排水というのが、 

3:38:00 排水できない状態が続くと考えられます。こちらについては津波確定後

に、どれだけの水量がここに溜まっていって、 

3:38:10 敷地に溢れないことを確認できる、するといったことを考えてございま

す。 

3:38:19 規制庁の石田です。はい了解いたしました。私からは以上です。 

3:38:30 はい。規制庁じゃないです。今の話って 9ページのこれ管路解析でこの

逆流防止設備よりも陸側ってモデル化して何かさっきの評価をやるよう

なイメージですか。 

3:38:41 それとも、特に管路解析上はもう逆流 

3:38:45 防止設備でストップさせて、 

3:38:47 ここの以降は何か要は水がたまる評価で要は押し波継続時間と、その水

がたまる時間との差分でもって見る。 

3:38:59 それは後者の方ですか。 

3:39:07 北海道電力の植原です。感度解析というよりは時間で評価することを考

えてございます。 

3:39:15 わかりました。はい。 

3:39:18 そうですか。 

3:39:21 ちょっとまだちょっとその話はわかりました。1点だけちょっと先ほど

石田の質問にうまい異常の検知性の確認だけちょっとこれ私がわかって

ないかもしれないけど、この 21 

3:39:33 21 ページかな。 

3:39:37 異常の検知性はこれはあれですかね通常時の異常の検知の話だけで、 

3:39:43 特に津波時の異常の。そっか、異常の検知はやないかな。矢内。 

3:39:49 通常だっけ。 

3:39:51 津波Ｇについては、通常定期点検とかを、 

3:39:55 カメラでいや、 

3:39:59 衛藤様はす詰まってないことを確認してるから、当然津波の時には、 

3:40:03 確実に閉塞、閉止するという、 

3:40:07 すぐ、 

3:40:16 すそそうですね不破、はい 

3:40:21 そっか。うん。 
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3:40:24 わかりました。はい。 

3:40:38 はい。それ、いいすか。どうぞ。はい。伊藤さんどうぞ。すいませんま

とめ資料は規制庁の伊藤ですまとめ資料の細かい記載だけなんですけ

ど、 

3:40:46 添付の 32の、 

3:40:49 6、 

3:40:52 そうななあ。 

3:40:54 ちょっとほかにもあるかもわからないんですけど、 

3:40:56 例えば、32－6のポツの記載の最後に書いてある、参照先この参考 1、

表 2っていうのとか。 

3:41:08 阿藤。 

3:41:09 32－7 の、一番上に書いてある参考 2図 1参照って書いてある多分これ

ー参照さキーがなかったり誤ってたりしていてですね。 

3:41:20 実際参考 1の表 2を見てみると、 

3:41:25 多分表に行ってないんですよね。 

3:41:28 多分また違うところを差し引いたいのかなとも思っていて、この辺ちょ

っと多分ずれがあるので、 

3:41:37 誤記だと思いますけども直していただければなと思います。 

3:41:45 申し訳ございません今、当該箇所動きだと思いますので、ここに限らず

全体、確認させしたいと思います。 

3:41:56 規制庁の伊藤ですお願いします後、先ほど流路縮小工の止水そっち。 

3:42:02 のところの話もありましたけどこれって逆流防止設備も同じ位置付けっ

ていう理解でいいんですか。 

3:42:13 流路縮小工は添付の 31の話ですけど逆流防止設備は、添付の 32－30 ペ

ージ。 

3:42:29 止水処置っていうのが同じように書いてあるんですけど、 

3:42:40 北海道電力の村島です。今ご指摘いただいてる件は先ほど流路縮小工の

時にもお話ありました通り、構造設計としてまずきちっと担保するって

いうことを大前提にして考えていこうと思いますので、 

3:42:54 その観点では記載、合わせてですね、少し見直したいと思います。 

3:43:00 以上です。 

3:43:01 はい。規制庁の井藤ですわかりました。それとちょっと関連してんのか

もわからないですけど、 

3:43:06 添付 32－33。 

3:43:10 の、 
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3:43:11 逆流防止設備の基本設計方針の説明の中で、 

3:43:17 工認のところの、 

3:43:19 御説明で、 

3:43:21 1 号及び 2号炉の放水炉からの津波の流入を抑制しって書いてあってこ

の抑制っていうのは 

3:43:30 ちょっと普段こういう書き方してんのかちょっと私、存じ上げないんで

すけど 

3:43:36 何か流入を想定しちゃってるのか、ちょっと単なる誤記なのか。 

3:43:44 項の記載は次どうなんですかっていう、確認なんですけど。 

3:43:51 北海道電力の植原です。こちらについては流路縮小工については確かに

抑制なんですけれどもちょっと逆流防止設備については適切な記載に見

直したいと思います。 

3:44:03 はい。規制庁の伊藤です。私から以上です。 

3:44:10 はい。 

3:44:12 規制庁側からの確認は以上ですが北海道電力なんか何か確認したいこと

とかありますか。 

3:44:27 北海道電力の高橋です。北海道電力から特にございません。 

3:44:32 はい。規制庁じゃないですけど、ちょっと今日のヒアリングってのは一

番最初の冒頭にもあったんですけどちょっとそもそもとして、意義と、

何だっけ。0102 と呼ばれるものが、 

3:44:44 回答がなされてなくてちょっと結構家庭での段階の話ということでいろ

いろさしていただいたりとかあと、指摘事項に対するちょっとう回答

が、今も網羅ができてるのかって言ってキノコも結構何かあったかと思

って。 

3:44:58 ますのでちょっとその辺はちょっときちっとやっていただけるようお願

いしますよろしいですね。 

3:45:04 北海道電力の高橋です。回答一番 2番が今回お持ちできなかったってい

うのは大変申しわけございません。辛い週に資料提出してご説明をまず

させていただいた上で、 

3:45:17 今回の資料の改正版、 

3:45:21 とセットでご説明したいと思いますけど、その改正する時にですね、 

3:45:27 コメントを書いとかん、 

3:45:30 1 字 1 句というかきちんと該当にがんないというようなところがないよ

うに、しっかり確認して、見直したいと思います。 

3:45:40 規制庁城ですわかりました。じゃ、今日のヒアリングは以上とします。 
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